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狽
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五
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盆
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、
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、
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噂
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盆
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析
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損
盆
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寓
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る
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前
提
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事
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と
合
理
的
排
列

企
業
純
損
盆
購
戊
原
因
の
分
析

支
彿
利
息
と
統
制

七
、
純
釜
金
の
分
析
と
比
牽

一
、
販
費
高

に
劃
す
る
各
要
素
の
比
較

『一論難
一、
販
藩

盆

　獅

欄

】
、
総
利
盆
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品
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儂

三
、
縫
利
盆

の
分
析

:
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ー
難

商

品

別

地

方

別

販
費
品
別

得
意
先
別

地

方

別

商

品

別

四
、
縄
費
分
析
に
依

ろ
質
問
購

五
、
販
萱
分
析

に
依

ろ
販
費
標
準
の
決
定

一
、
経
轡
費
の
分
類

{
二
、
企
業
統
轄
費

三
、
経

螢

部

費

四
、
法

律

費

五
、
諸

税

金

六
、
費
用
の
職
務
的
分
類
の
必
要

一
、
企
業
管
理
基
準
と
し
て
の
諸
計
算
書

現
代
企
業

の
経
螢
に
於

て
は
輩
な
る
惰
勢
或
は
直
戚
に
檬

つ
て
管
理
し
得

る
程
粗
放
的
で
は
在

う

得

な

い
。
凡



て
の
方
向
に
於
け
る
激
甚
な
る
競
箏
は
企
業
利
潤
を
最
低
限
度

に
低
下
せ
し
め
、
最
早
杜
撰
な
る
計
垂
と
政
策
に
依

る
企
業
経
螢
の
存
立
は
許
さ
れ
な

い
。
即
ち
企
業
の
管
理
は
詳
細
な
る
計
歎
的
事
實

に
準
擦
し
て
實
行
せ
ら
れ
ね
ば

な
ら
諏
。
換
言
せ
ば
適
當
に
分
析
準
備
せ
ら
れ
カ
る
正
確
な
る
計
歎
的
事
實

乙
そ
企
業
の
科
學
的
管
理
に
劃
す
る
必

要
鮫
く
可
か
ら
ざ
る
鍵
で
あ
・9
、
之
に
依
つ
て
企
業
利
潤
を
増
進
し
、
或
は
経
費
輕
減
を
助
長
す
る
幾
多
の
路
を
探

究
し
得

る
の
で
あ
る
。

諸
計
算
書
と
は
過
去
に
於
け
る
登
生
事
實

の
記
録
で
あ
る
。
而
し
て
過
去
に
於

て
如
何
な
る
事
が
な
さ
れ
泥
か
を

正
確
に
知
る
こ
と
は
、
企
業
管
理
者
に
と

つ
て
最
も
重
要
な
る
報
告
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
、
企
業
に
於
け
る
將
來

は
多
く
の
場
合
過
去
を
形
成

し
π
る
と
殆
ど
同
様
な
る
形
式
と
條
件
と
に
依

つ
て
構
成
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
然

れ
ば
企
業
管
理
上
過
去
の
経
験
は
失
敗

の
再
畿
を
防
止
し
、
或
は
長
所
を
進
展
せ
し
め
以
て
將
來
に
於
け
る
企
業
活

動
よ
う
更
に
優
秀
な
る
結
果
を
招
來
す
べ
く
、
精
細
に
分
析
槍
討
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
澱
。

企
業
管
理
に
は
確
固
尤
る
目
標
を
有
せ
ね
ば
な
ら
臓
。
而
し
て
此
目
標
に
到
達
す
べ
き
幾
多

の
路
が
企
業
管
理
者

に
開
か
れ
て
あ
る
。
或
竜

の
は
直
接
的
に
し
て
容
易
で
あ
う
、
而
し
て
或
も

の
は
間
接
的
で
あ
・9
困
難
な
る
も
の
か

竜
知
れ
な

い
。
既
存
企
業
に
於
て
は
之
等

の
路
の
或
竜
の
は
既
に
通
過
し
尤
か
も
知
れ
な

い
。
而
し
て
巧
み
に
準
備

せ
ら
れ
カ
る
諸
計
算
書
は
之
等

の
路
の
良
否
を
比
較
樹
照
す
る
に
十
分
な
る
事
實
を
提
供
す
る
で
あ
ら
う
。
斯
く
て

企
業
管
理
と
損
盆
計
算
轡
の
分
析
的
研
究

三
〇
五
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諸
計
算
書
は
企
業
目
標

に
到
達
す
べ
き
最
も
有
効
に
し
て
経
濟
的
な
る
も
の
は
、
藪
種

の
道
路
中
何
れ
な
う
や

の
問

題

に
樹
し
適
確
な
る
同
答
を
與

へ
る
で
あ
ら
う
。

=
、
企
業
管
理
に
利
用
せ
ち
る
可
き
諸
計
算
書
と
損
盆
計
算
書
の
地
位

然
ら
ば
如
何
な
る
諸
計
算
書
が
企
業
管
理
に
甥
す
る
基
準
と
し
て
探
用
せ
ら
る
可
き
で
あ
る
か
。
此
問
題
は
企
業

管

理
上
に
於
て
竜
將
又
諸
計
算
書
調
製
に
於

て
竜
最
も
重
要
で
あ
ら
う
。
何
故
な
れ
ば
、
如
何
な
る
纒
費
と
努
力
を

以
て
作
成
す
る
と
も
、
該
計
算
書
が
企
業
管
理
上
領
値
な
し
と
せ
ん
か
、
斯
る
試
み
は
軍
な
る
徒
勢
に
過
ぎ
な

い
か

ら
で
あ
る
。
然
れ
ば
企
業
管
理
上
最
竜
必
要
に
し
て
重
要
な
る
諸
計
算
書
と
は
如
何
な
る
も
の
な
b
や
を
決
定
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
、
之
が
淡
定
に
於

て
は
先
づ
如
何
な
る
方
向
よ
う
企
業
管
理
の
良
否
を
観
察
す
可
き
か
を
其

前
提
と
せ
ね
ば
な
ら
澱
。
然
れ
ば
次
に
観
察
方
向
並
に
之
に
該
當
す
る
諸
計
算
書

の
種
類
を
列
基
す
る
で
あ
ら
う
。

一、
叢

態

顧

鎖

蓼

、
損
舞

書

二
、
財
政
董

巌

縫

蓼

、
貸
借
翼



即
ち
企
業
管
理
の
良
否
如
何
に
劃
す
る
観
察
基
黙
は
、
前
記

の
如
き

一
、
牧
盆
状
態
、
二
、
財
政
状
態

の
二
大
要

素
に
存
す
る
と
謂

ひ
得

る
で
あ
ら
う
。
何
故
な
ら
ば
、
企
業
管
理
の
目
的
は
如
何
に
せ
ば
最
小

の
経
費
と
努
力
を
以

て
最
大
の
効
果
を
牧
め
得

る
か
に
存
す
る
と
せ
ば
、
企
業
管
理
の
良
否
如
何
を
測
定
せ
ん
と
せ
ば
先
づ
以
て
如
何
な

る
結
果
を
牧
め
得
た
る
や
、
換
言
せ
ば
損
盆
計
算
書
に
依

つ
て
表
示
せ
ら
る
㌦

一
螢
業
期
間
に
於
け
る
企
業

の
牧
盆

状
態
如
何

の
観
察
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
該
螢
業
期
間
に
於
け
る
企
業
損
盆

の
結
果
は
、
資
産
、
負
債

勘
定
に
如
何
な
る
塘
減
愛
化
を
來
し
π
る
や

の
問
題
、
即
ち
貸
借
樹
照
表
に
於

て
明
示
せ
ら
る
＼
企
業

の
資
産
、
負

債
状
態
如
何
も
亦
重
要
な
う
と
謂
は
ね
ば
な
ら
滋
。
そ
は
假
命
多
大
の
企
業
利
潤
を
牧
め
得
た
う
と
す
る
も
、
斯
る

利
盆
は
既
に
膨
大
な
る
固
定
資
産

に
投
下
し
あ
り
て
、
流
動
資
金
は
枯
澗
し
て
常
に
勘
か
ら
ざ
る
流
動
負
債
に
歴
迫

せ
ら
れ
居
る
と
せ
ば
、
該
企
業
の
管
理
は
輩
に
改
盆
状
態
よ
う
観
察

せ
ば
優
秀
な
め
と
評
し
得
る
と
錐
も
、
財
政
状

態
よ
う
観
察
す
る
時
は
決
し
て
優
秀
な
う
と
断
じ
得
な

い
で
あ
ら
う
。
況
ん
や
斯

る
利
盆
を
以
て
高
率
な
る
配
當
を

行
ば
ん
と
せ
ぱ
内
多
額

の
流
動
資
金
の
借
入
を
鯨
儀
な
く
し
て
流
動
負
債
を
塘
大
す
る
か
、
或
は
更
に
流
動
資
金
の

逼
迫
を
加

へ
て
盆

々
企
業
経
螢
を
し
て
危
瞼

に
階
ら
し
む
る
と
謂
は
ぎ
る
を
得
な

い
か
ら
で
あ
る
。

斯
く
の
如
く
企
業
管
理
上
重
要
な
る
観
察
基
黙
は
、
股
盆
状
態
と
財
政
状
態

の
二
大
要
素
に
在
り
と
錐
も
、
雨
者

の
企
業
管
理
上
に
於
け
る
重
要
性
に
は
官
ち
輕
重

の
差
を
存
す
る
と
謂
ふ
べ
く
、
而
し
て
そ
は
次
の

一
例
を
以
て
容

企
業
管
理
匙
損
盆
計
算
書
の
分
析
的
研
究
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〇
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易
に
氷
解
す
る
で
あ
ら
う
。
即
ち
之
を
身
鐙

に
讐

へ
ん
か
、
或

一
定
時
に
於
け
る
身
膿
槍
査
の
結
果
身
長
、
膿
重
、

胸
園
等
は
如
何
な
る
状
態
に
在
う
や
は
恰
か
も
企
業

の
或

一
定
時
に
於
け
る
資
産
、
'負
債
は
如
何
な
る
状
態
に
在
塾

や
と
同
様
な
る
可
く
、
然
ら
ば

一
定
期
間
に
於

て
身
長
、
膿
重
、
胸
園
等
は
如
何
な
る
進
境
を
示
し
カ
う
や
の
身
膿

登
育
力
如
何
は
、
之
を

一
定
期
間
に
於
け
る
企
業
牧
盆
如
何
の
問
題
と
同
榛
な
う
と
考

へ
得
る
で
あ
ら
う
。

而
し
て
或

一
定
時
に
於
け
る
身
膿
槍
査

の
結
果
、
或
欠
陥
あ
る
を
登
見
し
π
b
と
す
る
も
、
彼

に
し
て
十
分
な
る

登
育
力
を
有
す
る
と
せ
ば
該
欠
陥
の
矯
正
は
期
待

し
得

る
で
あ
ら
う
。
然

る
に
身
膿
槍
査
の
結
果
何
等
の
欠
陪
な
し

と
認
定
せ
ら
れ
π
う
と
す
る
竜
、
登
育
力
不
十
分
な
り
と
せ
ば
斯
る
完
全
な
る
身
燈
は
保
持
し
得
ず
し
て
漸
次
衰
退

に
傾
く
は
敢
て
論
を
侯
π
澱
で
あ
ら
う
。
同
檬
に
企
業

に
在
う
て
も
假
倫
財
政
状
態
に
於
て
或
欠
陥
を
有
す
る
と
錐

も
、
販
責
力
を
基
礎
と
す
る
牧
盆
力
に
於

て
優
秀
な
う
と
せ
ば
斯
る
財
政
状
態

の
恢
復
は
蓋
し
容
易
で
あ
ら
う
。
更

に
如
何
に
財
政
状
態
優
良
な
う
と
錐
も
、
其
肢
盆
力
不
+
分
な
る
時
は
次
第
に
財
政
状
態
の
悪
化
す
る
は
明
か
で
あ

ら
う
。
斯
く

の
如
く
企
業
に
於
け
る
牧
盆
力
は
恰
か
も
人
膿
に
於
け
る
螢
育
力
の
如
く
、
企
業
磯
展
に
劃
し
最
も
重

要
な
る
要
素
な
b
と
謂
ひ
得

る
で
あ
ら
5
。
故
に
企
業

の
牧
盆
力
如
何
を
記
載
す
る
損
盆
計
算
書

こ
そ
、
企
業
管
理

者
に
劃
す
る
企
業
統
制
上
の
最
高
の
武
器
で
あ

つ
て
、
其
合
理
的
分
析
に
依

つ
て
更
に
詳
細
な
る
経
螢
方
針
を
決
定

す
る
鍵
を
襲
見
し
得
る
で
あ
ら
う
。



ヨ
、
諸
計
算
書
の
研
究
方
法

然
ら
ば
、
斯

る
企
業
管
理
基
準
た
る
諸
計
算
書
は
如
何
に
し
て
研
究
す
べ
き
か
の
質
問
に
封
し
て
は
、
次
の
二
者

を
畢
げ
得

る
で
あ
ら
う
。
即
ち

一
、
分
析
方
法
に
依
る
研
究

二
、
比
率
方
法

に
依
る
研
究

前
者

は
諸
計
算
書
に
於
け
る
記
載
各
項
目
に
劃
し
、
詳
細
な
る
分
析
槍
討
を
行
ひ
て
企
業
管
理
に
劉
す
る
長
所
並

に
欠
階
は
何
れ
の
項
目
に
存
す
る
や
を
登
見
す
る
研
究
方
法
で
あ
ウ
、
後
者
は
諸
計
算
書
記
載
各
項
目
間
に
於
け
る

或
種

の
比
率
叉
は
割
合
を
求
め
、
而
し
て
之
を
標
準
的
比
牽
叉
は
割
合
に
比
較
封
照
し
て
、
企
業
管
理
上
何
れ
の
個

所
に
長
短
を
有
す
る
や
を
槍
出
し
て
、
企
業
管
理
に
勢
す
る
指
針
と
な
す
研
究
方
法
で
あ

る
。

四
、
諸
計
算
書
研
究
の
範
園

次
に
諸
計
算
書
は
如
何
な
る
範
園
に
於

て
研
究
す
べ
き
か
を
考
察
せ
ん
に
、
先
づ
之
を
時
聞
的
と
場
所
的
に
二
分

別
し
、
更
に
次
の
如
く
再
別
し
得

る
で
あ
ら
う
。

企
業
管
理
と
損
.盆
計
算
書
の
分
析
的
研
究

三
〇
九
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一
、
現
状

の
研
究

一
、
時

間
的
匠
別

二
、
趨
勢

の
研
究
ー
諸
統
計

.

二、揚
盤

別
轟

蕪

瀦
獺

諸
計
算
書
研
究
範
舅

る
時
間
的
騎

に
於
て
は
、
現
状

の
研
究
と
趨
勢
の
研
究
と
に
再
別
し
得

る
で
あ
ら
う
・

而
し
て
現
状
の
研
究
と
は
少
く
と
も

}
螢
業
期
間
に
於
け
る
企
業
状
態
如
何

の
研
究
と
解
す
可
く
・
趨
勢

の
研
究
と

は
螢
業
藪
期
間
に
於
け
る
企
業
推
移

の
傾
向
如
何
を
考
究
す
る
竜

の
で
あ

つ
て
、
前
者
に
於
て
は

一
螢
業
期
間
に
甥

す
る
諸
計
算
書

の
み
に
て
研
究
資
料
と
な
し
得
れ
ど
竜
、
後
者
に
於

て
ば
螢
業
歎
期
間
の
諸
計
算
書
並
に
諸
統
計
を

併
用
し
て
趨
勢
的
研
究
を
な
し
得

る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
企
業
管
理
の
良
否
如
何

の
観
察
は
軍
に
現
在
の
研
究

の

み
を
以
て
完
全
な
う
と
は
謂
ひ
畢

、
藪
期
間
に
亙
る
趨
勢
的
研
究
に
依

つ
て
初

め
て
現
在
企
業
は
如
何
な
る
傾
向

を
辿
ウ
つ
＼
あ
り
や
の
眞
の
制
断
を
下
し
得

る
で
あ
ら
う
。

更
に
揚
所
的
匪
別
に
於

て
は
企
業
内
部
事
情
の
研
究
と
、
企
業
外
部
事
情
の
研
究
と
に
再
分
し
虎
の
で
あ
る
が
、

元
よ
り
孤
立
を
許
さ
れ
ざ
る
企
業

に
於

て
は
座
業
管
理
良
否
如
何
の
標
準
を
、
軍
に
企
業
内
部
事
情

の
研
究

の
み
に

依

っ
て
観
察
す
る
と
せ
ば
不
完
全
な
る
を
免
れ
得
な

い
で
あ
ら
う
。
即
ち
、
企
業
管
理
の
良
否
如
何
は
何
等
か
の
外



部
的
標
準
と
比
較
劃
照
す
る
事
に
依
つ
て
こ
そ
、
よ
う
明
確

に
剣
別
し
得
る
と
謂
は
ね
ば
な
ら
滋
。
例

へ
ば
同
業
者

間
に
於
け
る
計
算
書
類

の
分
析
、
或
は
比
牽

に
依
る
各
項
目
の
比
較
劃
照
に
依

つ
て
自
己
の
外
部
的
地
位
如
何
を
測

定
し
得

る
竜
の
で
あ
る
。
故
に
諸
計
算
書
類
研
究

の
揚
所
的
範
圃

に
於
て
は
、
企
業
の
内
部
事
情
並

に
外
部
事
情

の

研
究
を
侯

つ
て
完
全
な
う
と
謂
ふ
べ
き
で
あ

る
。

以
上
に
於
て
論
者
は
諸
計
算
書
類
は
企
業
管
理
上
に
於
け
る
唯

一
の
基
準
な
る
所
以
を
鮮
明
し
、
而
し
て
企
業
管

理
上
必
要
な
る
諸
計
算
書
類
と
は
如
何
な
る
竜
の
な
う
や
、
並
に
諸
計
算
書
類
中
損
盆
計
算
書
の
重
要
性
を
説
明
七

更
に
其
研
究
方
法
と
範
圃
と
を
略
逃
し
尤
の
で
あ
る
が
、
本
論
に
於
て
は
輩
に
企
業
内
部
に
於
け
る
軍

一
損
盆
計
算

書

の
分
析
的
研
究
が
主
題
な
れ
ば
、
以
下
之
に
關
し
筆
を
進
め
る
で
あ
ら
う
。

五
、
輩

嗣
損
盆
計
算
書
の
分
析

↓

損
盆
計
算
書

に
於
酵
る
企
業
損
盆
描
窺
の
正
確
な
る
を
前
提
と
す

(企
業
管
理
能
牽
如
何
の
測
定
は
輩
に
損
盆
計
算
書
記
載

の
純
損
盆
高
の
み
に
擦

つ
て
な
さ
る
可
き
で
は
な
"
、
更

に
貸
借
劉
照
表
記
載

の
資
産
、
負
債

の
塘
減
愛
化
如
何
と
關
連
し
て
考
察
さ
る
可
き
事
は
前
述
の
如
く
で
あ

る
が
、

企
業
管
理
能
率
測
定
上
主
要

々
素
た
る
損
盆
計
算
書

の
分
析
に
於

て
は
、
先
づ
該
損
盆
計
算
書
記
載
内
容
自
燈
に
於

企
業
管
理
と
慣
盆
計
算
書
の
分
析
的
研
究

三

旧
一
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)

三

日
二

て
正
確
に
し
て
且
何
等

の
修
飾
な
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
な
れ
ば
誤
謬
あ
る
計
歎
を
基
礎
と
し
て
行
ひ

π
る
損
盆
計
算
書

の
分
析
は
企
業
管
理
の
統
制
上
何
等

の
慣
値
を
竜
持
ち
得
な

い
か
ら
で
あ
る
。

ゴ

損
盆
計
算
書
記
載
富
項
の
分
類
と
合
理
的
排
列

損
盆
誹
算
書

の
分
析
が
企
業
管
理
能
率
測
定
と
其
統
制
と
を
目
的
と
す
る
限
う
、
損
盆
計
算
書
構
成
項
目
は
適
當

な
る
集
約
と
合
理
的
排
列
順
序
を
必
要
と
す
る
で
あ
ら
う
。
重
複
せ
る
多
藪
項
目
の
雑
然
た
る
排
列
は
企
業
内
各
部

の
能
奉
測
定
上
極

め
て
不
便
で
あ
る
。
從

つ
て
企
業
内
部
に
於
け
る
長
短
何
れ
に
存
す
る
や
は
容
易
に
登
見
し
得
な

い
。
企
業
管
理
能
牽
測
定
上
主
要
な
る
基
準
と
な
る
可
き
企
業
純
損
盆
高
は
、
輩
純
に
総
牧
盆
よ
う
総
支
出
を
控
除

し
た
る
残
額
に
過
ぎ
な

い
と
解
さ
る
可
き
で
は
な

い
。
即
ち
総
牧
盆
並
に
総
支
出
に
於

て
は
種

々
な
る
性
質
の
も
の

を
包
藏
す
る
。
換
言
せ
ば
企
業
損
盆
中

に
は
螢
業
上
の
損
盆
並
に
非
螢
業
上
の
損
盆
の
匠
別
を
存
す
る
で
あ
ら
う
。

故
に
企
業
純
釜
金
の
大
部
分
が
非
螢
業
上
の
牧
盆
に
擦
ら
構
成
せ
ら
れ
居
る
と
せ
ば
、
斯
る
純
盆
金
の
多
額
な
れ
ば

と
て
企
業
管
理
者
は
満
足
す
可
き
で
は
な

い
。
非
螢
業
上
の
牧
盆
に
擦

る
純
盆
金
は
臨
時
的
性
質
の
竜
の
で
あ

つ
て

永
績
的
性
質
を
有
し
な

い
。
存
績
登
展
を
期
す
る
企
業

に
於
て
は
、
斯
る
臨
時
的
牧
盆
に
族
る
純
盆
金
を
以
て
満
足

す
可
き
に
非
ぎ
る
は
敢
て
贅
言
を
要
し
な
い
。
然
ら
ば
企
業
損
盆
の
性
質
的
分
類
方
法
は
如
何
。

曰
く
、



一、糞

霧

的性質÷

灘

囎ー

二

、
非
螢
業
上
の
牧
盆

一「
馨

錺
謬

難

質
)鍔
難

難

純
損
盆

而
し
て
之
等
各
項
目
の
排
列
順
序
に
關
し
て
は
、
先
づ
基
本
的
損
盆
源
泉
た
る
螢
業
上
の
損
盆
項
目
を
記
載
し
、

次
に
臨
時
的
損
盆
源
泉
π
る
非
螢
業
上
の
損
盆
項
目
を
掲
げ
、
最
後
に
之
等
雨
者

の
差
引
残
高
力
る
企
業
純
損
盆
高

を
記
載
す
可
き
で
あ

る
。
即
ち
左
の
如
し
。

1螢 業 損 盆

敗 盆 高 ×××

支 出 高 × ××

螢 業 損 盆 ××x

2非 轡業損盆

牧 盆 高 ×××

支 出 高 ×××

 

企
業
轡
理
と
狽
盆
計
算
書
の
分
析
的
研
究

昇匡螢」i業棋 釜 × × ×

3差 引企業純損盆高X× ×

三

】
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企
業
純
損
盆
構
成
原
因
の
分
析

Z.轡 業損釜 ±非瞥業損盆=企 業 純損釜

とぜば次 の揚合 彪抽 出 し得 るで あ らう、

即 ち、

2.純 盆の揚合

A螢 業 利 盆 十非轡業利盆=企 業純盆

B螢 業 損 失+非 督業利盆=企 業純盆

C轡 業 利 盆一非螢業損失=企 業純釜

3.純 狽の揚合

A管 業 狽 失+非 螢i業狽失=企 業純授

B螢 業 損 失 一非轡業利釜=企 業純損

C非 轡業損失 一管 業 利 盆=企 業純慣

三

一
四

以
上
の
如
く
企
業
純
損
盆
構
成
の
原
因
は
六
個
の
種
類

に
分
別
し
得
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
企
業
純
盆
の
大
部
分

が
永
績
性
を
有
す
る
螢
業
利
盆
に
依

つ
て
充
當
せ
ら
る
＼
が
企
業
管
理
上
健
實
で
あ
う
、
而
し
て
純
盆
の
大
部
分
が

臨
時
的
股
盆
に
基
く
は
不
健
實
な
う
と
せ
ば
、
前
記
企
業
純
盆
の
揚
合
に
於

て

A

は
純
盆
金

に
劃
す
る
爾
者

の
割
合
を
考
慮
し
て
可
否
を
割
断
す
可
く
。

B

は
螢
業
上
の
損
失
を
臨
時
的
利
盆
を
以
て
補
填
し
π
る
最
竜
不
健
全
な
る
純
盆
な
う
と
謂
は
ね
ば
な
ら
澱
。



C

は
基
本
的
股
盆
を
以
て
臨
時
的
損
失
を
支
辮
し
た
る
を
以
て
本
質
的
純
盆
な
わ
と
謂

ひ
得
べ
き
も
、
臨
時
的

損
失
は
,更
に
其
原
因
の
精
査
を
必
要
と
す
る
。

次
に
企
業
純
損
失
の
揚
合
に
於
て

A

は
爾
者
損
失

の
加
重
な
る
を
以
て
最
も
不
健
全
な
る
可
く
、
純
損
失
に
劃
す
る
双
方
の
割
合

に
依

つ
て
勢
策

を
講
せ
ね
ば
な
ら
澱
。

B

臨
時
的
利
盆
あ
う
π
る
に
竜
拘
ら
ず
純
損
失
と
な
り
禿
る
は
企
業
の
根
本
的
槍
査
を
必
要
と
す
る
。

C

螢
業
利
盆
あ
う
た
る
竜
莫
大
な
る
臨
時
損
失
に
依

つ
て
欠
損
と
な
リ
カ
る
も
の
で
あ

つ
て
、
臨
時
損
失
の
原

因
を
槍
察
し
て
其
不
可
抗
的
な
う
や
否
や
を
探
究
せ
ね
ば
な
ら
綴
。

斯
く
の
如
く
企
業
純
損
盆
は
企
業
の
基
本
的
並
に
臨
時
的
損
盆
の
差
引
蜷
高
に
過
ぎ
ぎ
れ
ど

竜
、
其
構
成
原
因
や

複
難
多
標

な

る

を

以
て
軍
に
企
業
利
盆
牽
、
即
ち

》
灘
譲
…騨
乎
韻
芯
繋
伊
湖
母

"
豊
…騨
楊

如
何
に
依

つ
て
企
業

管
理
能
率
を
断
定
し
得

べ
き
も

の
で
は
な

い
。
故
に
純
損
盆
を
構
成
す
る
損
盆
各
要
素
を
詳
細

に
分
析
槍
討
し
て
企

業
管
理
上
の
長
短
を
登
見
し
、
之
が
統
制
策
を
樹
立
せ
ね
ば
な
ら

楓
。

次
に
損
盆
計
算
書
の
標
準
的

一
例
を
畢
げ
、
企
業
牧
盆
の
基
本
的
源
泉
π
る
販
費
活
動

の
分
析
よ
ム
、
逐
次
各
項

目
の
分
析
槍
討
を
試
み
る
で
あ
ら
う
。

企
業
管
理
と
損
盆
計
算
書
の
分
析
的
研
究

三

一
五
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Y製 造會肚 損盆計算書 昭和四年六月三十日

1.螢 業 狽 釜

総 敗 責 高¥1,000,000

差 引 戻 品 ト割 引高5,0QQ

純 販 萱 高995,0QQ

差 引 製 品 原 債575,∞0

販 責 総 利 盆¥420,000

差 引 販 費 費 経 轡 費

※A
販 費 費¥150,0QO

※8
経 螢 費Ioo,ooo250,0QO

純 螢 業 利 盆¥17Q,ooo

2.臨 蒔 旗 盆

機 械 責 却 盆3,500

3。 金 融 損 盆

支 牽弗禾U、富、¥750

割 引 料1,00QI・750

純 利 盆 高¥171,750

純販 賞高 二i封スル%

Ioo

57.79

42.21
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討

究
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四
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(
下
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15.08

10.0525・ 】[3

17.08

r7.26

三

=
ハ



企
業
轡
理
と
狽
盆
計
算
書
の
分
析
的
研
究

七

※A
Y製 造會肚 販責経費表 昭和四年六刀三十 目

総 高 二 蜀 純 販 費 高 ニ

ス ル(%)劃 入 ル(%)

1・ 販 萱 員 ノ 俸 給¥40
,0QO26.674.Q2

2・ 販 費 員 ノ 費 用3()
,ooo20.OQ3.02

3・ 販 費 統 轄 者 ノ 俸 給20,00QI3 .332.OI

4・ 販 萱 統 轄 者 ノ 費 用Io
,ooo6.671,00

5・ 廣 告 費3・,Q・Q2・ .・・3.。2

6・ 登 逡 費 ・5
,・・….。 ・ ・.5・

7・ 浩 耗 品 及 ピ 通 信 費3
,0002.oo.30

&其 他・諸劉 灘 礁)… 瑠 …

¥150,0001co.ooI5 .08

※B

Y製 造會肚 経 螢 費 表 昭和四年朗 三刊

r・ 各部長 ノ俸給

2.事 務員 ノ俸給

3・ 各部長 ノ費用

4.掛 代金回敗費 ト貸倒金

s・ 法 律 費 用

α 鑑 査 費

7.清 耗費及 ヒ通信費

&重 役會議費用

囎 ノ諸閥 灘 騰)

総 高 二 劉 純 販費高 ニ
スル(%)i封 スル・(%)

¥40,000

30,000

3,0QO

IO,OOO

2JOOO

2,0QQ

7,Qoo

I700Q

5,00Q

¥loo,00Q

如

3。

3

m

2

2

ケ
'

1

5

001

23.28

17.46

1.75

5.82

1・17

1.17

4.07

.s8

2.90

58.20
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螢
業
損
盆
の
分
析

剛
、
販

責

の

分

析

一
、
販
費
活
動
の
分
析

企
業
股
盆
に
於
け
る
基
本
源
泉
π
る
販
費
活
動
の
如
何
は
企
業
管
理
上
最
も
重
要
な
る
を
以
て
、
先
づ
之
が
合
理

的
分
析
を
試
み
、
更
に
損
盆
計
算
を
構
成
す
る
各
項
目
の
分
析
方
法
を
考
究
す
る
で
あ
ら
う
。

同

一
工
揚
に
於

て
各
種

の
製
品
が
異
れ
る
工
程
並
に
原
債
に
依

つ
て
製
造
せ
ら
る
＼
如
く
、
之
等

の
製
品
は
種

々

な
る
値
段
、
地
方
、
販
責
員
、
販
責
纒
費
並
に
販
費
條
件
に
依

つ
て
販
責
せ
ら
れ
て
居
る
。
故

に
販
責

に
於
け
る
純
利

盆
高
即
ち
企
業
股
盆
を
有
効
に
統
制
せ
ん
と
せ
ば
、
販
責

の
合
理
的
分
析
を
必
要
と
す
る
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
如
何

な
る
販
責
分
析
方
法
が
販
責
統
制
上
最
も
有
効
で
あ
る
か
。
曰
く
、

一
商
品
別
に
依
る
販
費

の
分
析
、
二
地
方
別
に

(

(

依
る
販
費

の
分
析
、
三
販
責
員
別
に
依
る
販
費
の
分
析
の
三
分
析
方
法
を
墨
げ
得

る
で
あ
ら
う
。
以
下
説
明
せ
ん
。

A

商
品
別
に
依
る
販
士買
の
分
析

如
何
な
る
製
造
者
或
は
販
責
者
と
錐
竜
、
販
責
商
品
の
全
部
の
種
類
が
利
盆
を
牧
め
得
た
る
や
否
や
を
窺
知
せ
ん

と
す
る
。
而
し
て
此
報
告
を
求
め
ん
と
せ
ば
該
販
責

は
商
品
の
種
類
別
に
分
析
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
澱
。
例

へ
ば
百
貨

店
の
経
螢
者
は
販
責
全
膿
と
し
て
利
盆
を
畢
げ
允
る
事
實
を
知
う
だ
る
の
み
に
て
満
足
す
べ
き
で
は
な

い
。
販
費
を



詳
細
歳
分
析
し
て
各
種
商
品
に
翻
す
る
利
盆

の
有
無
並
に
其
程
度
を
探
求
す
る
の
み
な
ら
ず
、
更

に
斯
く
相
異
る
各

種
商
品
に
劃
す
る
牧
盆
状
態

の
漫
化
は
如
何
な
る
原
因
に
依
る
か
を
追
求
す
る
を
常
と
す
る
。
斯
く
製
造
者
或
は
販

責
者
は
商
品
別
の
販
責
分
析
に
依

つ
て
各
商
品

の
牧
盆
状
態
を
知
る
と
共
に
、
之
等
に
劃
す
る
販
責
原
慣
と
経
費
と

を
算
出
槍
討
し
、
以
て
販
責
統
制
上
に
於
け
る

一
基
調

を
得

る
で
あ
ら
う
。

B

地
方
別
に
依
る
販
責

の
分
析

商
品
別
に
依
る
販
責

の
分
析
は
各
種
商
品
に
甥
す
る
損
盆
を
算
出
し
得

る
と
錐
竜
、
其
分
析
範
園
は
局
限
せ
ら
れ

て
居
る
。
例

へ
ば
A
商
品
は
五
〇
、
○
○
○
圓

の
純
盆
を
示
し
た
う
と
す
る
も
、
其
販
責
先
は
販
責
條
件
を
異
す
る

各
地
方
に
散
在
し
て
居
る
。
即
ち
同

一
商
品
の
販
費
に
於
て
も
或
地
方
に
在
う
て
は
同
種
商
品
の
競
箏
激
甚
な
る
駕

め
販
責
困
難
を
來
し
、
從

つ
て
純
盆
高
過
少
或
は
欠
損
と
な
る
に
竜
拘
ら
ず
、
或
地
方
に
在
う
て
は
比
較
的
容
易
に

且
販
責
経
費
勘
く
し
て
販
責
し
得

る
と
せ
ば
該
商
品
販
責

よ
わ
生
じ
カ
る
純
盆
高
は
、
或
地
方
に
於
け
る
利
盆
と
他

の
地
方
に
於
け
る
損
失
と
の
相
殺
し
カ
る
結
果
で
な
け
れ
ば
な
ら
諏
。
實
際

に
於
て
斯
る
場
合
は
決
し
て
勘
く
な

い

の
で
あ
る
が
、
之
等
の
事
實
は
販
責
統
制
に
甥
し
重
要
な
る
墾
考
資
料
と
な
る
は
謂
ふ
迄
も
な

い
。
前
記
A
商
品
に

劃
す
る
純
利
盆
高
を
分
析
し
π
る
結
果
、
次

の
如
く
な
う
控
う
と
せ
ば

企
業
曽
理
と
損
盆
計
算
書
の
分
析
的
研
究

三

日
九



利 盆 高

¥20,000

15,000

IOJO(沿

12,000

¥57,eOO

商

學

討

究

第
四

　
下
)

1・ 禾喚釜 あ る販 費

地方別

1・

2

4

6

2.損 失 ・ぜ ろ 販 『震i

勉 方 別

3…¥3,000

5・ …4,000

頂 失 高

7,000

A商 品 にi封す ろ純釜高¥50,00Q

三
二
〇

斯

の
如
き
揚
合
に
於

て
若
し
経
螢
者
が
A
商
品
の
販
費
総
高
に
封
す
る
純
盆
高
を
知
る
の
み
を
以
て
満
足
し
π
り

と
せ
ば
、
第

三
並

に
第
五
地
方
に
於
け
る
販
責
損
失
を
見
逃
し
π
で
あ
ら
う
。
即
ち
之
等
の
地
方
的
販
責
損
失
は
販

費
並
に
原
債
の
地
方
別
分
析
に
依

つ
て
始
め
て
螢
見
し
得

る
の
で
あ

る
。
故
に
販
費
純
盆
高
は
其
包
含
す
る
こ
と
あ

る
可
き
損
失
の
要
素
を
決
定
す
る
π
め
に
、
常
に
綿
密
な
る
槍
討
を
受
く
可
き
事
は
企
業

の
合
理
的
管
理
に
墨
す
る

根
本
的
問
題
で
あ
ら
う
。

C

販
責
員
別
に
依
る
販
責

の
分
析

前
述
せ
る
地
方
別
の
販
責
分
析
に
依

つ
て
第

一
地
方
は
二
〇
、
○
○
○
圓

の
利
盆
を
學
げ
カ
る
事
を
知

る
で
あ
ら

う
。
然
乍
假
令
以
上
の
如
き
利
盆
あ
ゐ
π
る
に
せ
よ
、
該
地
方
に
於
け
る
販
責
の
総

て
が
利
盆
を
以
て
な
さ
れ
控
蚤



と
は
謂

ひ
難

い
で
あ

ら
う
。
例

へ
ば
第

一
地
方
に
於

け
る
A
商
品
に
封
す

る
二
〇
、
○
○
○
圓

の
利
盆
は
或
部
分

に

於

け
る
或
販
責

員

の
利
盆
と

、
他

の
部
分

に
於

け
る
他

の
販
責
員

の
損
失
と
相
殺
し
π
る
結
果
な
h
と

せ
ば
、
即
ち

次
の
如
し
。

利 盆 同

¥6,000

5,000

8,0QO

7,000

¥26.ooo

販 費 利 盆

販 費 員

甲

乙

丙

丁

販 責 撮 失

販 費 員

イ¥2,000

ロ3,000

♪、1000,

損 失 高

6,000

→¥20,000
第一地 方 に於 け
るA商 品 にi封す

ろ 純 利 盆 高

斯
く

の
如
く
販
費
並
に
原
償
の
完
全
な
る
分
析
は
、
商
品
別
地
方
別
に
依
る
販
責
分
析
の
み
な
ら
ず
、
更
に
各
地

方
に
於
け
る
販
責
員
別
に
依
る
分
析
を
竜
包
含
す
る
も

の
で
あ
る
。
而
し
て
更

に
詳
細

に
分
析
を
試
み
ん
と
す
る
な

ら
ば
、
各
販
責
員
の
利
盆
は
或
は
町
又
は
得
意
先
に
依
る
利
盆
と
、
或
町
叉
は
得
意
先
に
依
る
損
失
と

の
差
引
残
高

な
る
事
を
螢
見
し
得

る
で
あ
ら
う
。
時
と
し
て
は
或
販
責
員
は
販
責
見
込

の
局
限
せ
ら
れ
て
居
る
町
、
叉
は
得
意
先

を
無
盆
に
屡

々
訪
問
し
て
居
る
事
竜
知
う
得

る
で
あ
ら
う
。
斯
く

の
如
く
純
盆
高
は
利
盆
と
損
失
と

の
比
較

に
於
て
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利
盆
が
損
失
を
超
遇
し
カ
る
結
果
な
る
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
澱
。

而
し
て
如
何
に
し
て
何
庭

に
於
て
利
盆
が
基
げ
ら
れ
、
販
責
損
失
が
支
持
せ
ら
れ
居
る
か
を
探
究
す
る
必
要
あ
る

か
は
、
販
質
分
析
の
根
本
的
目
標

の

一
つ
が
完
全
な
る
販
責
政
策

の
決
定

に
存
す
る
乙
と
を
知
ら
ば
、
如
何
に
之
が

忽
に
す
べ
か
ら
ざ
る
所
以
を
推
察
し
得
る
で
あ
ら
う
。
例

へ
ば
或
販
責
員

の
或
地
方
に
於
け
る
販
責
は
、
其
分
析
の

結
果
該
地
方
的
特
種
の
條
件
の
駕

め
有
利
な
る
販
責
見
込
な
し
と
推
定
せ
ら
れ
泥
る
揚
合
あ
り
と
せ
ば
、
斯
る
地
方

に
多
大

の
経
費
を
投
じ
て
販
責
員
を
出
張
せ
し
む
る
事
は
望
ま
し
く
は
な

い
。
斯
る
場
合
に
は
販
責
員

の
出
張
に
代

へ
て
卸
責
商
或
は
通
信
販
責

に
依

つ
て
販
責

せ
ら
る
可
き
で
あ
ら
う
。

二
、
販
由買
総
利
盆
金

の
分
析

A

販
責
総
利
盆
金
に
封
す
る
製
品
原
贋

前
述
せ
る
如
く
販
責
総
利
盆
金
は
販
費
利
盆
と
販
費
損
失
と
の
差
額
な
る
が
故
に
、
包
含
す
る
事
あ
る
べ
き
損
失

の
程
度
並
に
原
因
を
探
求
す
可
く
、
販
責
総
利
盆
金
は
常
に
詳
細
な
る
分
析
槍

討
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
諏
。
而
し
て
製

晶
原
慣
の
算
出
が
正
確
な
り
と
せ
ば
、
各
販
責

に
劃
す

る
総
利
盆
金
は
容
易
に
知
う
得

る
で
あ
ら
う
。
此
販
責
総
利

盆
金
よ
り
螢
業
上
の
諸
経
費

は
支
彿
は
れ
ね
ば
な
ら
顧
の
で
あ
る
が
、
更
に
総
利
盆
金
と
各
販
責

に
封
す
る
経
費
と

を
知
ら
ば
各
販
實

に
依
る
純
利
盆
金
は
精
細

に
剣
明
す
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
販
費
儂
格
を
決
定
す
る
事

は
或

一
定



の
総
利
盆
金
を
肢
得
せ
ん
と
す
る
に
は
重
要
な
る
問
題
で
あ
る
。
販
責
債
格
は
製
品
原
償

の
算
出
に
封
し
て
は
何
等

の
影
響
を
與

へ
な

い
。
が
販
責
総
利
盆
高
に
は
直

に
影
響
す
る
。
工
揚

に
於
け
る
製
造
工
程
が
標
準
化
せ
ら
れ
、
原

債
計
算

の
見
積
が
標
準
原
債
に
依

つ
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
居
る
工
場
に
在
り
て
は
、
製
品
原
儂
な
る
も
の
は
殆
ど

一

定
せ
ら
れ
て
居
る
。
斯
る
揚
合
に
於
て
は
販
責
償
格
が
高

い
程
販
責
総
利
盆
高
は
壇
加
す
る
。
故
に
販
費

に
依

つ
て

生
ず
る
販
責
総
利
盆
高
を
算
出
す
る
事
は
販
費
活
動
に
鍔
す
る
、
更
に
他
の
分
析
を
試
み
る
可
く
最
竜
重
要
で
あ
ら

う
。
而
し
て
販
費
総
高
を
製
品
別
、
地
方
別
、
販
責
員
別
並
に
得
意
先
別
に
依

つ
て
分
析
し
、
而
し
て
之
等
の
計
歎

を
製
品
原
債

に
比
較

せ
ぱ
製
品
別
、
地
方
別
、
販
責
員
別
、
得
意
先
別
に
依
る
販
責
総
利
盆
金
を
算
出
し
得

る
で
あ

ら
う
。
製
品
の
販
責

せ
ら
る
＼
地
方
如
何
は
製
品
原
償
に
何
等

の
影
響
を
與

へ
な

い
。
何
故
な
れ
ば
或
商
品
の
製
造

原
償
叉
は
韓
費

の
目
的
に
て
仕
入
れ
だ
る
商
品
の
原
慣
は
、
商
品
の
登
迭
せ
ら
る
可
き
何
れ
の
地
方
に
劃
し
て
も
同

一
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
販
費
先

へ
機
逡
す
る
商
品
の
運
賃
は
商
品
原
償
で
は
な
く
し
て
販
責
に
要
す
る
経
費

で
あ

る
。

B

販
責
債
格
と
販
費
総
利
盆
金

販
費
商
品
に
封
す
る
各
輩
位
原
慣
が
同

一
な
う
と
せ
ば
、
何
れ
に
責
却
せ
ら
る
＼
や
は
敢
て
論
ぜ
ず
、
販
責
総
利

盆
金
如
何
は
販
責
慣
格
如
何
に
依

つ
て
決
せ
ら
る
。
例

へ
ば
A
商
品
が
第

一
地
方
に
於
て
は

一
一
〇
圓
の
竿
均
慣
格

.企
業
管
理
と
狽
盆
計
算
書
の
分
析
的
研
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第

二
地
方
に
於

て
は
九
〇
圓
の
卒
均
償
格
に
て
販
責
せ
ら
れ
π
h
と
せ
よ
。
而
し
て
該
商
品
原
債
が
六
〇
圓
な
ム
と

せ
ぱ
、各
輩
位

の
総
利
盆
は
第

一
地
方
に
於

て
は
五
〇
圓
、第

二
地
方
に
於
て
は
三
〇
圓
と
な
る
。
換
言
せ
ば
第

一
地

方
に
於
て
は
各
輩
位
に
封
し
五
〇
圓
が
販
費
経
費
を
支
辮
し
、
且
豫
定
利
盆
を
牧
め
る
の
で
あ
る
が
、
第

二
地
方
に

在
ム
て
は
僅
か
に
三
〇
圓
が
之
等
の
目
的
に
該
當

し
得

る
の
み
で
あ
る
。
勿
論
第
二
地
方
に
於
て
は
各
軍
位

の
総
利

盆
高
三
〇
圓
以
上
を
牧
得
す
可
き
で
あ

つ
π
と
謂
ふ
事
は
出
來
繊
。
販
責
藪
量
が
莫
大
で
あ
蚕
且
販
責
経
費
が
比
較

的
少
き
地
方
に
於
て
は
三
〇
圓
は
満
足
す
可
き
総
利
盆
金
で
あ
る
か
も
知
れ
澱
。
故
に
之
等

の
理
由
原
因
を
詳
細
に

説
明
す
る
総
利
盆
金
の
分
析
を
試
み
る
で
あ
ら
う
。

C

販
責
総
利
盆
金
の
分
析

企
業
管
理
の
能
率
的
統
制
は
商
品
別
、地
方
別
、
販
責
員
並
に
得
意
先
別
に
劃
す
る
販
責
総
利
盆
金
の
決
定
に
依

つ

て
更
に
其
効
果
を
期
待
し
得
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
斯
く
分
析
せ
ら
れ
π
る
総
利
盆
金
が
如
何
に
し
て
決
定
せ
ら
れ

た
る
や
を
詳
解
し
居
る
揚
合
に
は

一
暦
有
利
で
あ
る
。
故
に
論
者
は
総
利
盆
の
分
析
は
如
何
な
る
記
録
方
法
に
依
れ

ば
販
責
利
盆
の
統
制
上
最
も
有
効

に
な
し
得

る
を
考
究
せ
ん
。

M
　
騨
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蜜
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第

一
表
は
二
種
商
品
に
勢
す
る
販
費
高
、
商
品
原
債
並
に
各
商
品
別
の
販
責
縛
利
盆
高
を
表
示
し
て
居
る
。
第

二

表
は
第

一
表
中
記
載
せ
る
商
品
A
に
甥
す
る
李
均
販
費
軍
慣
並
に
販
責
総
利
盆
が
如
何
に
相
違
れ
る
三
地
方
か
ら
算

出
せ
ら
る
＼
か
を
表
示
し
て
居
る
。
即
ち
販
責
管
理
上
相
異
れ
る
地
方
に
於
て
は
販
責
債
格
と
條
件
と
は
同

一
で
は

な

い
政
策
が
實
行
せ
ら
れ
、
或
は
希
望
さ
れ
て
居
る
事
實
を
示
し
て
居
る
。

更

に
之
等

の
諸
表
を
具
謄
　的
に
観
察
せ
ば
、
第

一
表

に
於
て
は
商
品
A
に
封
す
る
卒
均
販
責
総
利
盆
金
を
四
〇
圓

と
算
出
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
第

二
表
に
於

て
は
更
に
此
総
利
盆
金
が
地
方
別
に
依
つ
て
不
勘
相
違
し
て
居
る
ー

ー
即
ち

一
軍
位
に
鍋
し
三
〇
圓
よ
う
五
〇
圓
迄
-

を
表
示
し
て
居
る
。
而
し
て
各
軍
位

に
劃
す
る
販
責
総
利
盆
高

の
最

少
-ー

即
ち
三
〇
圓

な

る
第

二
地
方
を
再

分
析
す

る
で
あ

ら
う
。

何
故
な
れ
ば
、
地
方
別
総
利
盆
金
は
其
販
責

の
全
部
分
よ
う
肢
得
せ
ら
れ
居
る
か
否
か
を
剣
然
す
る
必
要
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
若
し
販
責
先
の
何
庭
に
於
て
牧
盆
不
能
或
は
損
失
せ
る
竜
在
う
と
せ
ば
、
直
に
之
を
登
見
し

而
し
て
其
理
由

の
如
何
な
を
か
を
探
求
し
、
更
に
該
販
費

を
し
て
牧
盆
あ
ら
し
む
る
爲

め
に
は
如
何
な
る
手
段
を
探

る
可
き
か
を
考
究
せ
ね
ば
な
ら
漁
。
斯
く
て
第
三
表
に
記
載
し
カ
る
如
き
第

二
地
方
に
於
け
る
商
品
A
に
甥
す
る
販

費
員
別
に
依
る
販
費
高
の
分
析
を
必
要
と
す
る
に
至
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
第
三
表
に
於
け
る
販
責
分
析
の
結
果
販

費
員
Y
は
第
二
地
方

に
於
て
商
品
A
を
各
輩
位
孚
均
利
盆
高
四
〇
圓
を
以
て
販
費
し
得

控
る
、
最
も
優
秀
な
る
成
績

企
業
讐
理
と
旗
盆
計
算
書
の
分
析
的
研
究

三
二
七
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三
二
入

保
持
者
で
あ
う
、
而
し
て
彼

は
地
方
別
牢
均
販
責
総
利
盆
高
三
〇
圓
を
超
過
す
る
事
各
輩
位
に
付
實

に

一
〇
圓
の
多

き

に
達
し
て
居
る
。
蝕

に
於

て
吾
人
は
販
費
管
理
上
眞

の
要
黙
π
る
ー

個
人
別
販
責
員
に
依
る
販
責
各
軍
位

に
封

す
る
総
利
盆
高
ー

に
接
近
し
て
來
控
の
で
あ
る
。
即
ち
成
功
或
は
失
敗

の
原
因
は
其
最
後

の
分
析
の
結
果
人
的
要

素
、
換
言
せ
ば
各
販
責
員
の
人
物
如
何
に
存
す
る
を
知

る
。
故
に
販
費
管
理
の
終
局
は
各
員

の
成
績
を
正
確
に
分
析

し
て
得
穴
る
結
果
に
依

つ
て
行
ふ
各
員
の
統
禦

に
存
す
る
と
謂
は
ね
ば
な
ら
澱
。

第

三
表
は
更

に
販
士買
員
X
は
商
品
A

の
総
販
費
に
劉
す
る
卒
均
軍
位
総
利
盆
よ
う
遙
か
に
低
下
せ
る
竿
均
輩
位
総

利
盆
を
以
て
販
費

せ
る
を
表
示
し
て
居
る
。
乍
然
販
費
員
X
の
販
責
歎
量
は
Y
叉
は
Z

の
何
れ
よ
b
も
多

い
。
此
腱

に
於
て
管
理
者
は
其
理
由
の
如
何
な
る
か
を
追
求
せ
ね
ば
な
ら
滋
。
販
責
員
X
は
販
責
慣
格
決
定
に
劉
し
て
絵
ム
に

不
利
な
る
立
場
に
在
る
の
で
あ
ら
う
か
、
或
は
將
來

に
於

て
多
額
の
注
文
あ
る
を
豫
想
し
て
、

一
時
的
小
口
購
入
の

得
意
先
に
販
費
し
て
居
る
爲

め
で
あ
る
か
。
販
費
員
X
の
満
足
な
る
絡
利
盆
高
を
牧
め
る
に
失
敗
し
カ
る
は
、
管
理

者
に
於
て
探
用
せ
ら
れ
た
る
販
責
政
策
の
拙
劣
な
る
に
依
る
の
で
は
な

い
か
。
或

は
他
に
何
等
か
の
欠
陪
を
有
す
る

の
で
は
な
か
ら
う
か
。
販
責
政
策
に
關
し
以
上
の
如
き
各
種
の
質
問
黙
を
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
之
等
に
甥
す
る
明

答
は
次
の
得
意
先
別
に
依
る
総
利
盆
の
分
析
に
依

つ
て
與

へ
ら
る
＼
で
あ
ら
う
。

得
意
先
別
に
依
る
総
利
盆
金

の
分
析
販
費
員
X
の
不
良
成
績
に
劉
す
る
欠
陥
が
何
れ
に
存
す
る
や
を
正
確
に
槍
出



せ
ん
と
せ
ば
、
何
庭
に
於
て
準
均
以
下
の
安
値
に
て
販
責
せ
ら
れ
、
且
其
れ
は
如
何
な
る
理
由
に
基
く
や
を
蛮
見
す

べ
く
、
先
づ
彼

の
澹
當

せ
る
販
責
活
動
の
分
析
を
試
み
る
で
あ
ら
う
。
斯
く
て
管
理
者
は
將
來

の
販
責
政
策
樹
立
に

封
し
、
且
販
費
努
力
を
有
効
に
指
導
す
る
に
於
て
最
も
滲
考
と
な
る
資
料
を
抽
出
し
得

る
。

販
責
員
X

の
販
責
成
績

の
分
析
は
第
四
表
に
依

つ
て
表
示
せ
ら
れ
て
居
る
。
本
表
に
依
れ
ば
販
費
員
X
は
軍
位
干

均
総
利
盆
金
四
〇
圓

の
値
段

に
て
販
責
せ
る
竜

の
あ
う
、
或
は
其
憺
當
地
方
に
於

て
竜
相
當

の
牧
盆
を
期
待
し
得
る

事
を
認
め
得
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
此
得
意
先
別
に
依
る
販
責

の
分
析
槍
討
は
或
興
味
あ
る
事
實
を
螢
見
し
得

た
の

で
あ
る
。
例

へ
ば
丙
商
店
は

「
大
量
購
買
に
劃
す
る
割
引
値
段
」
を
以

て
小
量
の
初
注
文
を
登

せ

る

大

口

の
得
意

先
で
あ
る
。
即
ち
該
販
責
員
は
將
來

に
於
け
る
大
口
注
文
に
劃
す
る
第

一
歩
を
開
拓
せ
ん
と
し
π
の
で
あ
る
。
更
に

乙
商
店
に
與

へ
π
る
値
段
は
地
方
的
競
箏
に
封
す
る
努
力

の
結
果
で
あ
う
、
斯
く

て
該
商
品

の
競
箏
激
甚
な
る
地
方

に
於
け
る
基
礎
を
確
立
し
得
力
の
で
あ
る
。
然
れ
ば
販
責
員
、
商
品
、
地
方
並
に
得
意
先
別
に
依
る
販
責
高
商
品
原

儂
総
利
盆
金
の
分
析
は
販
責
政
策
を
樹
立
し
、
且
販
責
活
動

の
有
効
な
る
統
制
に
劉
す
る
各
種

の
必
要
な
る
報
告
を

提
供
す
る
。

以
上
に
於
て
論
者
は
得
意
先
別
販
費

に
封
す
る
総
利
盆
の
黙
迄
分
析
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
輩
に
之
れ
の
み
に

て
は
實
際
上
販
責
統
制
の
目
的
に
墨
し
て
は
充
分
な
る
分
析
と
は
謂

ひ

得

な

い
。
即
ち
最
後

の
目
的
は
企
業
純
盆

企
業
轡
理
と
損
盆
計
算
書
の
分
析
的
研
究

三
二
九
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三
三
〇

金
如
何

の
問
題
に
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
之
は
総
利
盆
金
よ
う
販
責
及
び
維
螢
に
要
す
る
諸
経
費

を
控
除
せ
る
残
額

で
あ
る
。
故
に
先
づ
販
責
費

の
分
析
よ
う
考
究
せ
ん
。

三
、
販
士買
経
費

の
分
析

A

販
由買
経
費
分
析
の
必
要

企
業
管
理
に
於
け
る
最
竜
重
要
な
る
問
題
は
企
業
活
動
に
劉
す
る
最
後

の
純
盆
高
如
何
に
存
す
。
而
し
て
企
業
全

膿
と
し
て
の
最
後
の
純
盆
金
の
み
な
ら
ず
、
更

に
各
験
盆
活
動
に
封
す
る
最
後

の
純
盆
金
如
何
に
在
わ
と
謂
は
ね
ば

な
ら
顧
。
何
故
な
れ
ば
各
股
盆
活
動
よ
b
最
後
の
純
盆
金
を
牧
得
す

る
事
が
科
學
的
管
理
の
目
標
で
あ

る
か
ら
で
あ

る
。
然
れ
ば
総
販
責
高
に
翻
す
る
純
盆
金
の
み
な
ら
ず
、
販
責
地
方
並
に
販
責
方
法
の
如
何
に
拘
ら
ず
更

に
各
個

々

の
販
責
よ
う
生
ず
る
純
盆
金
を
詳
細
に
記
録
せ
る
計
算
書
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

個
別
的
販
責

の
利
盆
を
確
保
す
る
爲

め
に
は
各
個
別
的
販
費

に
課
せ
ら
る
可
き
販
責
経
費

の
分
析
槍
討
を
行
は
ね

ば
な
ら
楓
。
即
ち

一
ヶ
月
中
に
登
塗
せ
る
販
責
並
に
管
理
に
要
し
π
る
費
用
を
控
除
し
て
算
出
せ
る
毎
月

の
損
盆
計

算
書
の
み
に
満
足
す
可
き
で
は
な

い
。
商
品
販
費

に
要
し
π
る
諸
費
用
は
各
月
と
竜
其
月
に
於
け
る
販
責
高
並
に
登

邊
高
如
何
に
關
連
し
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
澱
。
登
邊
せ
ら
れ
カ
る
商
品
の
製
造
に

一
定

の
費
用
を
要
す
る
如
く
、
該

商
品
の
販
責

に
於

て
竜

一
定

の
経
費
を
必
要
と
す
る
。
故
に
商
品
の
登
邊
が
實
際
に
行
は
れ
カ
る
時
に
該
責
却
商
品



経
費

を
構
成
す
る
記
録
手
績
を
考
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
換
言
せ
ば
各
種
商
品
の
各
地
方
に
於

て
各
販
頁
員

援

つ
て

販
費
せ
ら
れ
、
且
嚢

せ
ら
る
、
時
如
何
に
記
録
計
算
せ
ら
る
＼
か
の
問
題
で
あ
る
。
恰
か
も
商
品
製
造
董

位
原

償
を
有
す
る
如
ー
、
同
商
・叩
の
販
責

翁

し
{

販
璽

位
経
費
を
算
出
す
可
き
で
あ
る
。
而
し
て
最
近
販
責
撃

愈

々
激
甚

に
し
て
高
債
販
庭

依
る
利
盆
の
増
獲

慧

に
も
及
ば
ず
、
只
管
如
何
に
せ
ぱ
販
費
饗

を
輕
減
し
以

活

極
的
利
盆
を
牧
得
し
得

る
か
繕

心
せ
る
時
、
販
羅

費
の
輕
婆

目
的
と
す
る
販
責
饗

の
分
析
槍
討
は
如

何
に
重
要
な
る
か
を
推
察
し
得

る
で
あ
ら
う
。

B

販
費
経
費

の
内
容

販
費
橿

な
る
語
は
販
費
饗

と
謂
ふ
よ
う
も

雇

適
當
で
あ
ξ

。
何
故
な
れ
ば
通
常
販
責
饗

と
謂
ふ
場
合

に
於
て
は
販
費
員

の
直
接
販
謬

動
、
並
に
廣
告
に
要
す
る
費
用
を
指
す
に
響

な

い
か
ら
で
あ
る
・
然
る
に
販
責

原
償
な
る
語
は
更

に
次
の
如
き
諸
経
費
を
包
藏
す
る
。
即
ち

一
、
販
責
員
に
樹
す

る
給
料
と
経
費

二
、
販
責
員
叉
は
代
理
店
に
劉
す
る
手
藪
料

三
、
委
托
販
費
手
藪
料

四
、
販
費
統
轄
者
に
封
す
る
給
料
と
経
費

企
業
曽
理
と
授
盆
計
算
書
の
分
析
的
研
究

三
ご
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〆二
三
二

五
、
支
店
に
於
け
る
販
責
経
費

六
、
見
本
に
要
す
る
費
用

七
、
廣
告
並
に
廣
告
掛
に
要
す
る
費
用

入
、
掛
費
並
に
代
金
取
立
に
要
す
る
費
用

九
、
諸
経
費

の
分
憺
額
-

使
用
場
所
、
印
刷
物
、
交
房
具
、
電
話
、
電
信
等
に
要
す
る
費
用
、
而
し
て
使
用
揚

所
料
に
は
建
物
、
減
債
錆
却
、
保
瞼
料
、
税
金
、
修
繕
、
電
燈
料
、
燃
料
並
に
販
責
部

に
使
用

せ
ら
る
＼
店
舖

並
に
設
備
品
等
に
要
す
る
減
儂
錆
却
、
保
瞼
料
、
税
金
等
を
竜
亦
包
含
せ
ら
る
。

十
、
商
品
販
責

に
要
す
る
運
賃
、
倉
敷
料
等

の
費
用

以
上

の
諸
経
費
は
販
費
を
な
し
且
更
に
其
維
持
擾
張
を
な
き
ん
が
蔦

め
に
は
、
各
揚
合
に
慮
じ
て
其
全
部
或
は

一

部
を
必
要
と
す
る
。

(
別
記
Y
製
造
會
肚
販
責
経
費
表
墾
照
)

而
し
て
之
等

の
諸
経
費
は
必
然
的
に
販
責
高
如
何
と
直
接
の
關
係
を
有
す
る
竜
の
で
あ

つ
て
、
販
責
が
記
帳
せ
ら

る
＼
度
に
計
算
さ
れ
る
を
常
と
す
る
。
然
る
に
販
責
地
方

の
如
何

に
關
せ
ず
、
販
責

の
全
部
に
劃
し
販
費
経
費
と
し

で
各
販
責

に
劃
す
る
百
分
率
を
課
す
可
き
で
は
な

い
。
若
し
斯
く
て
企
業
全
燈
の
純
盆
高
を
計
上
す
る
も
の
と
せ
ば



各
個
別
的
販
責
が
軍

に
機
械
的
な
る
純
盆
高
を
示
す
の
み
に
し
て
、
販
費

に
於
け
る
相
異
れ
る
條
件
の
存
在
を
認
め

ら
れ
ぬ
。
更

に
各
種
の
異
れ
る
條
件

の
存
在
を
認
め
る
と
す
る
竜
、
各
相
違
せ
る
個
別
的
販
費
に
劉
す
る
純
盆
高
は

異
る
で
あ
ら
う
。
故
に
販
費
管
理
に
於
て
は
先
づ
各
販
費
別
に
依
る
純
盆
高
の
相
違
を
探
究
せ
ね
ば
な
ら
澱
。
即
ち

輩
位
販
費
経
費
算
出

の
必
要
を
見
る
所
以
で
あ
る
。

C

軍
位
販
費
経
費

の
算
出

、
多

く
の
揚
合

一
販
費
員
の
憺
當
す
る
地
方
に
於
け
る
歎
種
商
品
に
樹
す
る
、
軍
位
販
費
経
費
を
算
出
す
る
事

は
決

し
て
容
易
で
は
な

い
。
何
故
な
れ
ば
、
或
販
費
員
が

一
種
以
上
の
多
く
の
商
品
販
費
を
憺
當
し
居
る
揚
合
に
は
、
彼

の
販
責
努
力
は
其
等

の
販
責
商
品
に
翌
し
適
當

に
分
割
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
然
れ
ど
竜
特
殊

の

販
責
員
が
或
地
方
に
於
て

一
商
品
販
費

の
尤
め
に
雇
入
せ
ら
れ
た
う
と
せ
ば
、
同
商
品
に
封
す
る
地
方
的
軍
位
販
責

経
費

の
算
出
は
容
易
に
な
し
得

る
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
販
責
経
費
統
制
の
目
的
を
以
て
す
る
、
其
他
の
揚
合

に
於
け

る
販
責
経
費
分
析
の
方
法
は
如
何
に
な
す
可
き
か
を
考
究
す
る
で
あ
ら
う
。

或
製
造
者
は
其
製
品
を
五
地
方
に
販
.責
し
居
る
と
假
定
し
、
而
し
て
其
各
地
方
に
於
け
る
販
費
経
費

は
次
の
如
く
分

析
せ
ら
れ
π
う
と
せ
ば
、

企
業
瞥
理
と
損
盆
計
算
書
の
分
析
的
研
究

三
三
三



商

學

討

究

1.販 賞 員 の 俸給

甲 第1地 方t-…¥3,Qoo

乙 第2地 方 … ・・2・700

丙 第3地 方 ・・…2,5QO

丁 第4地 方 一 ・…3,3QQ

戌 第5地 方 … ・・3,600¥15,loo

2.販 責 員 の旅 費

甲 第1地 方 一一…¥1,000

乙 第2地 方 … …800

丙 第3地 方 ・…goo

丁 第4地 方 ・・… ・950

戌 第5地 方 ・・…8004,450

3.販 責 部 長 の 俸給5,000

4.販 蜜 部 長 の 経 費

1.族 費 … …¥1,000

2.螢 業 上 の 費 用 ・・2,0003,000

5.廣 告 上 の支 梯(販 責 部 長搬 當 分)IO,OOO

6.掛 責 と代 金 回 牧 費 用6,000

7.諸 経 費 の分 握 額3,999

¥47,150

第
四
巻

(下
)

三
三
四

而
し
て
販
責
高

一
圓
に
劉
す
る
各
地
方
的
販
責
維
費
を
計
算
す
る
に
於

て
は
、
次
の
諸
事
項
を
滲
酌
し
て
行

ひ
π

う
と
せ
ば
、
即
ち
、
販
責
部
長
は
其
時
間
の
宇
分

は
販
責
員
ー

即
ち
各
販
費
員
に
劃
し
同
等
な
る
注
意
を
支
彿
ひ

π
り
と
假
定
し
ー

の
指
導
に
、
而
し
て
他

の
牛
分
を
廣
告

の
爲

め
に
費
せ
b
。
次
に
販
責
部
長
の
直
接
廣
告
費
用

は
次

の
如
く
費
消

せ
ら
れ
π
。
第

一
地
方
九

〇
〇
圓
、
第

二
地
方

一
、
○
○
○
圓

、
第

三
地
方

七
〇
〇
圓
、
第

四
地

方

一
、
三
〇
〇
圓
、
第

五
地
方

一
、
○
○
○
圓
、
而
し
て
二
、

○
○
○
圓
は
六

、
○
○
○
冊

の
カ
タ

ロ
が
作
製

に
費

さ
れ
、
次

の
如
く
配
布
せ
ら
れ
π
。
第

一
地
方

一
、
○

○
○
冊
、
第

二
地
方

一
、
五
〇
〇
冊

、
第

三
地
方

七
〇
〇
冊



第

四
地
方

】
、
三
〇
〇
冊

、
第

五
地
方

一
、
○
○
○
冊
。

更

に
廣
告
費
残
額

の
三
、
○
○
○
圓
は
商

況
日
報

に
封
す

る
廣
告
料

金
と

し
て
支
彿

は
れ
た
。
即
ち
、
A
商
況

日

報

ー

一
、
○

○
○
圓

、
8

商
況

日
報
f

一
、
○
○
○
圓
、
而
し

て
調
査

の
結

果
商

況
日
報

の
配
達

は
前

記
五
地
方

に
於

て
次

の
如
く
行

は
れ
π
。

商況 日報酉腱

A

地
方
別

仰

仰

聯

2・

脚

㎜

蜘

脚

伽

即

1

2

3

4

く
げ

1,4001,700合 計

而
し
て
前
記
五
地
方

に
於
け
る
各
地
方
に
轄
記
せ
ら
れ
た
る
勘
定

の
雫
均
藪
は
次

の
通
り
で
あ

つ
π
。

第

一
地
方

二
〇
〇
、
第
二
地
方
i

三
〇
〇
、
第
三
地
方
f

二
〇
〇
、
第
四
地
方
f

四
〇
〇
、
第
五
地

方
f

五
〇
〇
。

イ
、
地
方
別
販
費
経
費

の
分
析

前
述

の
如
き
條
件
な
う
と
せ
ば
該
製
造
者
の
販
費
す
る
五
地
方
に
於
け
る
販
責
経
費
は
如
何
な
る
基
準
に
嫁
ム
て

 企
業
轡
理
と
損
盆
計
算
書
の
分
析
的
研
究

三
三
五



商

學
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第
四
巻

(下
)

三
三
六

各
地
方
に
分
憺

せ
し
む
れ
ば
妻
當
な
う
や
は
、
販
責
経
費
統
制
上
最
も
重
要
な
る
竜
の
に
し
て
、
且
基
礎
的
問
題
と

謂
は
ね
ば
な
ら
澱
。
然
ら
ば
該
分
憺

の
基
準
は
如
何
、
曰
く

一
と
二
、
販
由買
員

の
俸
給
並
に
旅
費

は
其
等

の
支
彿
に
從

つ
て
直
接

の
地
方

に
課
す
。

三
、
販
責
部
長
の
俸
給
ー

二
、
五
〇
〇
圓
i

の

王
2
は
五
地
方
に
封
し

・
了
づ
㌧
等
分
に
課
す
。
此
揚
合
販

費
部
長
は
其
の
時
間

の
牢
分
を
販
費

に
、
他

の
宇
分
を
廣
告

の
π
め
に
費
し
て
居
る
。
而
し
て
其
維
費
は
各
地

方
共
等
分
に
分
澹

せ
ね
ば
な
ら

顧
。
即
ち
販
費
管
理
は
殆
ど
人
的
統
制
に
存
す
と
謂
ふ
竜
過
言
で
は
な

い
。
然

れ
ば
各
地
方
に
於
け
る
販
費
員
の
藪
は
該
費
用
割
當

の
基
礎
と
な
る
可
き
で
あ
る
。

四
、
販
實
部
長
の
費
消
し
π
る
旅
費
は
、
彼

の
各
地
方
に
於
て
實
際
に
支
彿

ひ
禿
る
族
費

に
依

つ
て
各
地
方
に
割

當
を
行
ふ
。
販
責
部
長
の
螢
業
上
の
費
用
は
何
等
廣
告
費
に
属
せ
ざ
る
も
の
と
假
定
し
て
五
地
方

へ
等
分

に
割

當

を
な
す
。

五
、
直
接
廣
告
費
は
實
際
に
生
じ
π
る
時
に
當
該
地
方

へ
分
憺

せ
し
む
。

カ
タ

ロ
グ
の
費
用
は
各
地
方

へ
配
布
せ
ら
れ
π
る
ヵ
タ
η
グ
の
籔
を
基
準
と
し
て
各
地
方
に
分
澹
せ
し
む
。

商
況
日
報
に
欝
す
る
廣
告
費
は
各

日
報

の
各
地
方
に
於
け
る
配
達
部
歎
を
基
準
と
し
て
各
地
方
に
分
澹

せ
し
む

販
責
部
長

の
廣
告
の
π
め
に
費

さ
れ
π
る
時
間
に
封
す
る
、
彼

の
俸
給
の
牛
分
は
廣
告
の
形
式
が
如
何
な
る
も



の
で
あ
ら
う
と
も
、
彼

の
注
意
は
均
等
に
各
地
方

へ
な
さ
れ
る
と
假
定
し
て
各
地
方

に
等
分

に
割
當
す
る
。
、

六
、
掛
質
と
代
金
同
牧

の
費
用
は
各
地
方

に
於
け
る
得
意
先
勘
定

の
歎

に
比
例
し
て
各
地
方

へ
分
憺
せ
し
む
。

七
、
諸
経
費

の
割
當
額
は
得
意
先
の
歎

に
從

つ
て
各
地
方
に
分
搭

せ
し
む
。
何
故
な
れ
ば
此
経
費
は
普
通
並
に
特

別
販
費
員
の
活
動
に
依
う
て
誘
引
し
得
π
る
各
地
方
に
於
け
る
得
意
先
の
藪
に
直
接

の
關
係
を
有
す

る
か
ら
で

あ

る
。

販
責
経
費
は
如
何
な
る
揚
合
と
錐
竜
必
然
的
に
各
地
方
別
に
依

つ
て
分
憺
せ
し
む
る
竜
の
と
は
限
ら
な

い
。
乍
然

前
記
の
如
き
諸
費
用
の
割
當
基
準
は
多
く
の
揚
合
實
際
的
手
績
と
な
る
も

の
で
あ
る
。

鵬

団

辮

演河
翻

繭

盤

㊦

誉

凝

豊

唖

藤
解

目
・

彊

畑

」μ

㊦

醸

謬

い
・

蘭

畑

加

㊦

誹

煽

鞄

翼

畑

幾

即

蘇

譜

㊦

卵

轟
●(
卜
)
翼

㎞澱

虫
副
陶

㊦

誹

燦

逡

目

ω

轟

版

企
業
轡
理
と
旗
盆
計
算
書
の
分
析
的
研
究

Q
㌦
×
6

国
b

O
O

U
o
o

覗
o

い
㍉

8
◎Q
8

い
O
o

瞬
O
O

眼

羨

8
0
8

い
8

ぶ
o

咽

い
も
8

壌
o

岩
o

羨
o

三
三
七

9

α
o
o

◎◎
O
o

い
8

ぶ
o



商

學
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第
西

巻

(
下
)

(
閑
)彊
澱
畏
即
麟
懸
」
ド
G
燦
曲

い
.
騙
培
輩

伴
彊
泌
巽
即
禰
謬
㊦
柳

(
卜
)

(
じロ
)

(
O
)

(
b

)

◎

単

S

躁

國

勲

騙

略

輩

旨

曳

ロ

、

悪

灘

国

難

弼

畑

裳

津

O

嘉

謬

畑

伴

、回

痔

爆

霞

贈

㊦

ゆ

講

轟
8

ゆ
O
o

い
い
噛

α
。・
猿い

8
譲

o

出

o

桑
o
O

H
㌔
o
o

い
o
o

α
ω
。
膿

凱
O
o

目
矯這

い

曾

い

轟
8

唖
o
o

α
ひ
隣

u
お
昭

凱
o
o

譲

o

出

o

轟
8

H
uい
o
o

ま
隠

ひ
ω
。・
曾

い
o
o

ポ
い
8

◎
o
o

三
三
八

理

畷

轟
評
目
い
o

胴

。。
℃o
祁

喰

咽

橡

ω
。
13

贈

S
℃
い
い
熔

鴫

H
ρ
い
。
い
階

轟
o
O

　
b
o
o

§

犠

鳶

隠
い
o
o

同
り◎。
謡

♂
H
戯

曙

二

δ
0限

地
方
別
販
責
と
其
縄
費
の
要
約

地
方
別
販
責
、
商
品
原
償
並
に
販
費
経
費

は
第
六
表
記
載

の
藪
字
に
依

つ
て
要
約
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
之

等

の
原
償
並

に
経
費
と
を
差
引
き
π
る
残
額
が
、
即
ち
間
接
費
支
梯
利
息
並
に
純
盆
金

に
充
當
さ
れ
る
。
更

に
総
販

費
高
に
基
き
て
算
出
し
カ
る
各
軍
位
利
盆
高
如
何
に
依

つ
て
満
足
す
る
の
危
瞼
な
る
は
、
第
七
表
に
示
せ
る
如
き
販

費

一
圓
に
封
す
る
販
費
経
費

の
分
析
に
依

つ
て
明
白
と
な
る
で
あ
ら
う
。
即
ち
之
を
前
掲
の
例
に
依

つ
て
観
れ
ば
、

総
販
責
高
に
於
け
る
販
責

高

一
圓
に
劃
す
る
販
費
経
費

は
○

・
一
入
入
六
圓
と
な

つ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
合
理
的



経
費
分
憺

の
方

法
に
依

つ
て
割
當

せ
ら
れ
た
る
地
方
別
分

析
に
於

て
は
○

.
=

ハ
五
三

二
圓

よ
う
○

.
一
二

三
五
入

圓

の
相
異
あ

る
を
知

る
。
地
方

に
依

つ
て
其
販
責

経
費

の
最
高

と
最
低
と

の
間
に
は
販
責

高

一
圓
に
劃
し
實

に
○

.

〇
四
八

二
六
圓

の
差

を
有
す

る
を
観

る
で

あ
ら
う
。
而
し

て
斯

る
相
違

は
或
地
方

に
於

け
る
販
責

中
損

失
を
來

し
π

る
も

の
あ
る
を
指
示
す

る
に
+
分
で
あ
ら
う
と
共

に
、
利
盆
如
何

に
及
ぼ
す
影
響
も
亦
容
易

に
判
別
し
得

る
で
あ
ら

5
。
例

へ
ば
販
責

高

一
圓

に
封
す

る
経
費

が
○

・
一
六

五
三
二
圓
な
る
揚
合

に
は
販
責

高
四
入
、
○
○
○
圓

に
勢
す

る
諸
経
費

利
息
並
に
利
盆

に
充
當

し
得

る
金
額
は

一
一
、
二
六
四
・
〇

一
圓
と
な

う
、
更

に
販
責

高

一
圓

に
封
す

る
経

費

が
○

・
二

一
三
五
入
圓

な
る
場
合

に
は
販
費

高
五

二
、
○
○

○
圓

に
饗
す

る
之
等

に
充
當

し
得

る
金
額

は
九
、
六

九
三

・
九
六
圓
と
な
る
で
あ
ら
5
。
斯
く

て
第

三
地
方

に
於
け

る
販
責
高
及

び
経
費

が
第

五
地
方

に
於

け
る
そ

れ
と

同
標

な
b
と

せ
ば

、
第

三
地
方

に
於

け

る
諸
経
費
利
息
並

に
利
盆

に
充
當

し
得

る
残
額

は

=

一、
二
〇

二
。
七

三
圓

、

換

言

せ
ば
第

五
地
方

に
於
け
る
そ

れ
よ
り
竜
遙

か

に
二
、
五
〇
入
。
七
七
圓

の
超
過
を
示
す
で
あ
ら
う
。

而
し
て
此
差

異

こ
そ
第

三
地
方

に
於

け
る
販
責

能
牽

が
最
も
優
秀
な

る

乙
と

を
裏
書
し

て
ゐ
る
。

企
業
管
理
と
損
盆
計
算
書
の
分
析
的
研
究

三
三
九
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ロ
、
商
品
別
販
責
経
費

の
分
析

前
表
に
於

て
は

一
種
類

の
商
品
販
責

に
封
す
る
場
合
の
み
を
取
扱

つ
π
の
で
あ
る
が
、
藪
種
の
商
品
が
相
異
う
た

る
総
利
盆
率
を
以
て
各
地
方

へ
販
費
せ
ら
れ
居
る

揚

合

に

は
、
其
結
果
は
自
ら
相
違
す
る
。
然
れ
ば
假
合
総
販
費

高
に
甥
す
る
販
費
高

一
圓
の
販
費
経
養
に
何
等
の
獲
化
も
な
く
、
又
は
斯
る
経
費

の
各
地
方
に
依
る
金
額
が
鍵
化
な

し
と
す
る
も
、
販
責
纒
費
以
外
π
る
利
盆
に
充
當
し
得
る
金
額
は
相
違
す
る
で
あ
ら
う
。
何
故
な
れ
ば
各
當
該
総
利

盆
金
が
同

一
で
な

い
か
ら
で
あ
る
。

故
に
各
地
方
に
於
て
販
費
せ
ら
れ
π
る
各
種
商
品
に
劃
す
る
相
異
れ
る
総
利
盆
率
は
、
各
販
費
地
方

に
於
て
牧
得

し
π
る
結
果
の
分
析
に
依

つ
て
考
究
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
諏
。
例
之
、
販
費
高
二
五
〇
、
○
○
○
圓

の
中
A
商
品
の
販

責
高
は

一
五
〇
、
O
O
O
圓
、
之
に
婁
す
る
商
品
原
慣

α
品
訳

更
に
B
商
品
の
販
責
高
は

一
〇
〇
、
○
○
○
圓
、
商

企
業
管
理
と
旗
盆
計
算
書
の
分
析
的
研
究

三
四

一
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第1地 方 販 費 高

纏利盆金
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第3地 方 販 責 高
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商品原賢._・ 傷66煙

B商 品 ・・・…¥14,QQO
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差 引

販費利盆

第4地 方 販 萱 高
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金
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利
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差

販
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二

晶
原
慣

い
○
訳

に
し

て
、
雨
品

に
封
す

る
李
均
販
責
原
慣
を

α
o
渓

な

り
と
假
定

せ
よ
。

而
し

て
更

に
該
販
責

は
次

の
如
き
割
合
を
以
て
各
地
方

に
於

て
な
さ
れ
だ
る
も

の
と
せ
ば
、
(
但
販
責
経
費

は
同

一
と

の
見
解

に
於

て
)



方
&こ 斯 第5地 方 販 費 高

く
輩

一
商
品
の
み
が
全
地
方
に
於

て
販
責
せ
ら
れ
疫
る
揚
合

の
條
件
と
比
較
す
る
時
に
は
、
二
種
商
品
が
各
地

於
て
販
責

せ
ら
る
＼
揚
合
は
利
盆
率
に
於
て
不
勘
影
響
を
及
ぼ
し
居
る
を
窺
知
し
得
る
で
あ
ら
う
。
實
際
に
於

企
業
嘗
理
と
損
釜
計
寛
書
の
分
析
的
研
究

三
四
三

A商 品 … …¥lo,ooo

商 品 願 … … ◎666勉¥繍 鐙 噛

B商 品 ・・…¥42,0CO

商 品 原 債 ・… ・・21,…21,働

総利盆金 …

差 引 販費経費

販費利盆

販萱利盆率

第1地 方

第2地 方

第3地 方

第4地 方

第5地 方

21.32%

18.23%

Ig,58%

20。66%

2544%

販費利盆率の比較表
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け
る
牧
盆
結
果
は
反
樹

の
方
向
を
探

つ
て
居
る
。
即
ち

一
層
牧
盆
檜
大
の
傾
向
が
第
五
地
方
に
於
て
他
の
何
れ
の
地

方
よ
b
も
現
れ
て
居
る
。
前
掲
販
責
利
盆
率
の
比
較
表
に
於
て
観

る
如
く
、
第
五
地
方
に
於
け
る
販
責
利
盆
奉

は
該

地
方
販
責
高
の

蕊
・会
弐

と
な

つ
て
居
る
。

以
上
に
依

つ
て
観
れ
ば
輩

一
商
品
販
責

の
揚
合
を
除
き
て
は
各
地
方

に
於

け
る
諸
経
費
、
支
彿
利
息
、
利
盆
等
に

充
當
し
得

べ
き
販
責
利
盆
高
を
算
出
す
る
に
當

つ
て
は
、
輩
に
総
利
盆
金
如
何
の
み
に
頼
る
こ
と
の
不
當
な
る
所
以

を
推
知
し
得
π
で
あ
ら
う
。
即
ち
二
種
類
以
上
の
商
品
を
販
責

し
居
る
揚
合
に
は
、
総
利
盆
金
は
各
地
方
に
於
け
る

各
商
品
別
に
決
定
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
澱
。

而
し
て
最
初

の
引
例
に
於

て
は
A
商
品
に
甥
す
る
縛
利
盆
金
は

ω
描
訳
、
B
商
品
に
封
し
て
は

い○
渓

で
あ
る
。

從

つ
て
B
商
品
の
販
責
高
が
A
商
品
よ
り
竜
優
秀
な
る
地
方
に
在
う
て
は
比
較
的
大
な
る
利
盆
率
を
示
し
て
居
る
。

更
に

一
般
総
利
盆
率

の

ム
○
弐

を
以

つ
て
各
地
方
を
比
較

せ
る
時
に
は
、
販
責
利
盆
率

い
ω
・ミ
渓

な
る
第
三
地
方

を
以

つ
て
成
績
最
も
優
秀
な
う
と
認
め
π
の
で
あ
る
が
、
A
B
爾
商
品
の
総
利
盆
牽
を
考
慮
し
π
る
後
者
の
比
較

に

於

て
は
第
五
地
方
を
以

つ
て
最
も
優
秀
な
わ
と
察
知
し
得
尤
の
で
あ
る
。
即
ち
第
五
地
方
に
於
て
は
B
商
品
が
A
商

品
よ
う
竜
成
績
良
好
な
る
結
果
で
あ
り
、
而
し
て
第
三
地
方
に
於
て
は
A
商
品
の
販
費
が
優
秀
な
め
と
す
る
竜
、
該

品
に
劃
す
る
総
利
盆
率
は
僅
か
に

ω
晶
渓

に
過
ぎ
綴
か
ら
で
あ
る
。



D

販
費
経
費

の
分
析
に
依
つ
て
暗
示
せ
ら
れ
π
る
企
業
管
理
上
の
質
問
黙

前
述
の
引
例
に
於
て
は
B
商
品
の
販
費
が
第
五
地
方
に
於
て
は
多
大
で
あ
う
、
而
し
て
第
三
地
方
に
於
て
は
比
較

的
過
小
な
る
は
如
何
な
る
理
由
に
擦
る
か
は
、
此
販
費
内
容

の
合
理
的
分
析
に
依

つ
て
襲
見
せ
ら
れ
禿
る
興
味
あ
る

問
題
で
あ
ら
う
。
而
し
て
之
等
の
登
見
は
企
業
統
轄
者
を
し
て
、
次

の
如
き
質
問
に
野
し
自
問
自
答

せ
し
む
る
で
あ

ら
う
。
即
ち

一
、
総
利
盆
高
勘
き
A
商
品
に
劃
す
る
販
費
努
力
を
減
少
す
可
き
で
あ
ら
う
か
。
若
し
斯
く
す
る
時
は
総
利
盆
高

大
な
る
β
商
品
の
販
責
を
そ
れ
に
反
比
例
し
て
塘
加
し
得
る
で
あ
ら
う
か
。

二
、
A
商
品
の
製
造
と
販
責
高
が
削
減
し
得
ぎ
る
竜

の
と
せ
ば
、
該
製
造
原
儂
を
低
下
せ
し
む
る
計
書
を
作
う
得

る
か
。
A
商
品
販
責
に
關
し
各
地
方
を
憺
當

し
て
極
力
努
力
す
る

一
人
の
專
門
者
を
雇
入
れ
、
而
し
て
β
商
品

に
野
し
て
は
他

の
販
責
員
に
憺
當
努
力
せ
し
む
る
方
が
販
責
原
償

を
低
下
し
得

る
で
あ
ら
う
か
。
若
し
斯
く
な

し
得

る
と
せ
ば
封
商
品
の
販
費
塘
加
に
件

ふ
製
造
喰
加
を
な
し
得
る
か
。
或
は
工
揚
の
計
書
と
設
備

は
A
商
品

の
製
造
を
現
状
に
止
め
置
く
を
有
利
と
す
る
か
。

三
、
A
商
品
の
販
責
は
8
商
品
の
誘
導
と
し
て
前
記
の
如
く
、
各
地
方
に
於
て
必
要
と
せ
ら
れ
て
居
る
か
。
若
し

然
ち
と
せ
ば
何
故
に
総
て
の
地
方
に
於

て
雨
商
品
は
同

一
程
度
に
販
費
せ
ら
れ
て
居
ら
顧
か
。
そ
は
不
均
衡
な

企
業
管
理
と
損
盆
計
覚
書
の
分
析
的
研
究

三
四
五
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る
が
自
然
的
で
あ
る
か
。
そ
は
麺
更
し
得
ざ
る
地
方
的
特
殊
の
事
情
に
因
る
の
で
あ
る
か
、
或
は
販
責
員
は
軍

に
販
責
容
易
な
る
も

の
㌧
み
を
販
責

し
居
る
の
で
あ
る
か
。

四
、
第

二
地
方
に
於
て
は
販
責
高

一
圓
に
鋼
す
る
廣
告
費
最
も
高
き

に
も
不
拘
、
販
責
高
は
何
故
に
最
低
な
る
か
。

斯
く

の
如
く
財
務
部
よ
う
提
供
せ
ら
れ
た
る
計
藪
は
…幾
多
の
企
業
統
制
上
の
諸
問
題
を
包
藏
す
る
の
で
あ

っ
て
、

一
度
斯
る
事
實
に
基
き
て
質
問

の
登
せ
ら
る

＼
や
、
之
に
劃
す
る
同
答
は
蓋
し
容
易
に
抽
出
せ
ら
る
㌧
で
あ
ら
う
。

損
盆
計
算
書
の
主
た
る
慣
値
は
之
が
合
理
的
分
析
に
依

つ
て
企
業
統
轄
者
が
統
制
上

の
質
問
黙
に
着
眼

し
、
而
し
て

之
に
翻
す
る
適
當
な
る
同
答
を
得

る
事

に
依

つ
て
企
業
純
盆
高
を
檜
進
す
る
に
在
り
と
謂
は
ね
ば
な
ら
臓
。
然
う
、

損
盆
計
算
書
そ
れ
自
禮
に
於
て
は
何
等
の
統
轄
者
と
は
な
り
得
な

い
の
で
あ
る
が
、
統
制
監
督
に
劉
す

る
説
明
者
と

は
な
り
得
る
で
あ
ら
う
。
換
言
せ
ば
そ
れ
等
の
諸
事
項
中
に
は
統
制
監
督
上
に
劃
す
る
完
全
な
る
指
導
基
準
を
包
藏

し
て
居
る
の
で
あ
る
。

E

販
責
分
析
に
振
る
販
由買
標
準
の
決
定

斯

る
計
藪
的
根
篠
は
企
業
管
理
上
の
不
可
映
的
照
査
標
準
と
な
し
得
る
。
之
に
依

つ
て
管
理
者
は
其
経
螢
方
法
が

企
業
目
標
に
到
達
す
る
に
適
合
し
居
る
や
否
や
を
磯
見
し
而
し
て
次
の
如
き
販
費
標
準
を
確
立
し
得

る
で
あ
ら
う
。

一
、
総
て
の
地
方

に
於
け
る
販
責
高
が
最
大
の
利
盆
を
牧
あ
得

る
様
に
、
各
商
品
の
販
責
高
を
摘
當

に
割
當
て
る



と
共
に
製
造
部
が
常
に
最
大
能
率
を
持
績
し
得
る
標

に
商
砧
登
邊
を
配
分
す
る
。

二
、
地
方
販
費
状
態
の
詳
細
な
る
調
査
を
な
し
、
販
費
員
に
封
す
る
敏
活
な
る
指
導
、
廣
告
、
媒
膿
機
關
の
撰
定

掛
責

に
饗
す
る
限
度
等
を
考
究
し
、
以
て
販
費
活
動
の
各
方
面
に
於
け
る
最
低
販
費
原
償
を
得
る
。

三
、
販
責
高
に
比
例
す
る
適
當
な
る
販
責
慣
格
の
決
定
。

四
、
販
費

の
有
利
な
る
地
方

の
撰
定
、
各
種
販
責
活
動
に
劉
す
る
所
要
縄
費

の
適
確
な
る
割
當

の
決
定
。

五
、
総
販
費
経
費

の
商
品
別
、
地
方
別
に
依
る
適
當
な
る
分
憺

を
決
定
し
、
以
て
比
較
上
必
要
な
る
地
方
別
計
歎

の
算
出
。

六
、
総
販
費
高
に
封
す
る
豫
算
制
度
に
依
る
月
割
高
決
定
、
即
ち

一
般
豫
算
制
度
の

一
部
を
な
す
販
責
活
動
の
豫

算
で
あ

る
。
更
に
販
責
結
果
の
豫
算
に
封
す
る
照
査
を
な
す
。

七
、
各
地
方
に
於
け
る
販
責
員
の
適
當
な
る
割
當
を
な
し
、
以
て
最
も
経
濟
的
な
る
出
張
を
な
さ
し
む
る
。

入
、
地
方
別
に
依
る
顧
客
を
記
録
し
置
き
て
、
各
需
要
者
階
級

の
購
買
習
慣
を
販
責
員
に
知
ら
し
め
て
其
援
助
を

な
し
、
或
は
要
當
な
る
販
費
政
策
樹
立
の
根
擦
を
な
さ
し
む
。

以
上

に
於

て
販
責
活
動
並
に
其
牧
盆
状
態
の
分
析
を
絡
了
し
π
る
を
以
て
、
更

に
諸
経
費

の
分
析
を
逐
次
試
み
る

で
あ
ら
う
。企

業
管
理
と
損
釜
計
算
書
の
分
析
的
研
究

亀

三
四
七
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八

=
、

一
般
経
螢
費

の
分
析

一
、

一
般
経
螢
費
に
封
す
る
企
業
統
轄
者

の
責
任

販
費
純
利
盆
高
よ
り

一
般
経
螢
費
を
捧
除
し
た
る
残
額
が
即
ち
螢
業
純
利
盆
で
あ
る
。
而
し
て
企
業
純
利
盆
の
多

寡
は
通
常
企
業
の
基
本
的
牧
盆
源
泉

力
る
螢
業
純
利
盆

の
大
小
に
依

つ
て
左
右
せ
ら
る
＼
も
の
で
あ

つ
て
、
又
斯
く

在
る
可
き
性
質

の
竜
の
な
る
事
は
既
述

の
通
6
で
あ
る
。
而
し
て
螢
業
純
利
盆
が
販
責
純
利
盆
よ
う
経
螢
費
を
控
除

せ
る
残
額
な
る
限
り
、
此
螢
業
純
利
盆
の
大
小
如
何
は
管
理
活
動

の
結
果
に
依

つ
て
牧
得
せ
ら
る
＼
が
其
大
部
分
な

る
が
故
に
、
管
理
活
動
に
要
す
る
諸
経
費

は
該
管
理
に
因

つ
て
成
就
せ
ら
れ
疫
る
結
果
に
封
し
照
査
せ
ら
れ
ね
ば
な

ら
漁
。
換
言
せ
ば
管
理
活
動
の
企
業
牧
盆
に
劉
す
る
効
率
を
探
求
せ
ね
ば
な
ら
諏
。

然
る
に
管
理
活
動
の
實
際
的
領
値
測
定
は
常

に
至
難
事
力
る
を
免
れ
な

い
が
、
企
業
各
部
の
活
動
に
樹
し

一
定

の

實
行
標
準
を
豫
定
し
置
く
と
せ
ば
、
斯
る
標
準
乙
そ
企
業
管
理
の
原
債
統
制
に
封
す
る
比
較
甥
照
の
目
的
と
な
し
得

る
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
企
業
管
理
に
甥
す
る
實

行
標
準
は
何
れ
に
求
む
可
き
か
。

販
責
高
或
は
製
造
高

の
多
少

の
み
に
依

つ
て
企
業
管
理
能
率
を
測
定
す
る
は
要
當
で
は
な

い
。
特
に
勢
務
よ
わ
も

寧
ろ
資
本
が
企
業
利
盆
を
牧
得
す
る
主
要
源
泉
な
る
揚
合
に
於

て
は

一
層
不
適
當
で
あ
る
。
斯
く
て
彿
込
資
本
に
封

す
る
純
盆
金
の
割
合
即
ち
利
盆
率
如
何
の
み
に
依

つ
て
も
、
企
業
管
理
能
率
を
適
確
に
制
別
し
得

る
も
の
で
は
な

い
。



何
と
な
れ
ば
、
投
資
の
性
質
と
條
件
と
は
企
業
股
盆
に
封
し
、
密
接
な
る
關
係

を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
故

に
企
業

管
理
能
率
如
何

は
軍

に
利
盆
率

の
み
な
ら
ず
、
総

て
の
方
向
よ
う
槻
察
せ
ね
ば
な
ら
滋
。
更

に
企
業
管
理
能
率
如
何

は
所
要
経
費

の
大
小

の
み
を
以
て
竜
測
定
せ
ら
れ
な

い
。
軍
な
る
實
行
成
績
の
比
較
は
企
業
内
部

の
各
掛
に
與

へ
た

る
統
制
の
憤
値
、
並
に
該
企
業
に
規
定
せ
ら
れ
カ
る
實
行
標
準

の
分
析
に
依
る
方
法
よ
う
竜
よ
め
決
定
的
で
は
な

い
。

然
ら
ば
實
行
標
準

の
決
定

に
於
て
は
如
何
な
る
も
の
を
其
基
準
と
な
す
可
き
か
。
實
行
標
準

の
決
定
は
管
理
的
職

能
で
あ

つ
て
、
企
業
経
螢
の
適
當
な
る
統
制
上
重
要
な
る
も

の
で
あ
る
が
、
之
が
決
定
に
際
し
て
は
企
業
管
理
に
關

す
る
精
密
な
る
諸
計
算
書
並
に
統
計
に
立
脚
せ
ね
ば
な
ら
澱
。
即
ち
之
等

の
諸
計
算
書
並
に
統
計

は
企
業
管
理
の
原

債
と
総
て
の
眞

の
基
礎
的
事
實
を
集
録
し
、
而
し
て
企
業
實
行
の
豫
定
と
共
に
配
列
せ
ら
る
＼
で
あ
ら
う
。
斯
く
て

企
業
統
制
の
劃
照
と
な
る
可
き
實
行
標
準
は
、
企
業
の
精
細
な
る
諸
計
算
書
並

に
統
計

に
準
篠
し
、
企
業
全
禮
と
し

て
総

て
の
方
向
よ
ム
分
析
槍
討

の
結
果
、
企
業
統
轄
者
に
依

つ
て
規
書
せ
ら
る
可
き
で
あ
る
。

二
、
諸

経

費

の
標

準

通
常
工
揚
に
於
て
は
製
品
畢
位
原
慣
に
依
る
製
造
原
債
の

一
定
標
準
を
設
定
し
、
而
か
も
之
等

の
標

準

よ

ウ

鍵

動
し
π
る
揚
合
は
適
當

に
調
節
せ
ら
れ
、
斯
く
て
此
標
準
は
工
場
管
理

の
基
準
と

な

る

の

で
あ
る
が
、
経
螢
費

の

大
部
分
に
封
し
て
は
斯
る
標
準
を
決
定
す
る
事
は
蓋
し
容
易
で
は
な

い
で
あ
ら
う
。
然
乍
極
め
て

一
般
的
性
質
の
も

企
業
管
理
と
損
釜
計
算
書
の
分
析
的
研
究

三
四
九
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五
〇

の
で
は
あ
る
が
、
少
く
と
竜
次
の

一
標
準
丈
け
は
決
定
し
得
る
で
あ
ら
う
。
即
ち
或
假
定
販
責
高
に
甥
す
る

一
定
の

利
盆
を
牧
得
せ
ん
と
せ
ば
、
経
螢
費

に
投
下
し
得

る
金
額
は
販
責
利
盆
よ
う

一
定

の
企
業
利
盆
を
控
除
せ
る
残
額
で

な
け
れ
ば
な
ら
滋
。
例

へ
ば

一
、
○
○
○
、
○
○
○
圓
の
販
責

を
有
す
る
會
肚
あ
わ
と
せ
よ
。
而
し
て
之
等

の
製
造
原

償
が
六
〇
〇
、
○
O
O
圓
を
要
す
る
揚
合
、

一
五
〇
、
○
○
○
圓

の
純
盆
を
墨
げ
ん
と
せ
ば
、
販
責
費
と
維
螢
費
は
二

五
〇
、
○
○
○
圓
以
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
誠
。
斯
く

の
如
く
所
要
経
費

の
概
轄
的
標
準
は
豫
定
し
得
る
と
錐
竜
、
詳

細
な
る
諸
経
費

の
決
定
的
標
準

の
算
出
は
困
難
で
あ
る
。

三
、
諸
経
螢
費

の
統
制

企
業
管
理
に
要
す
る
諸
経
費
と
各
掛

の
統
轄
費
と
よ
り
な
る

一
般
経
螢
費

の
統
制
は
、
企
業
各
部
門
の
統
制
に
於

け
る
と
同
標
に
、
完
全
な
る
組
織
的
統
計
と
其
分
析
と
に
依
つ
て
能
奉
的
に
な
し
得

る
で
あ
ら
う
。
換
言
せ
ば
如
何

な
る
費
用
竜
其
結
果
に
關
す
る
総

て
の
活
動
原
債
を
正
確
に
記
入
し
π
る
完
発
な
る
報
告
を
有
せ
ざ
れ
ば
、
企
業

の

経
螢
上
適
當
に
統
制
を
な
し
得
な

い
で
あ
ら
う
。
勿
論

一
般
経
螢
費
中
に
は
企
業
統
制
の
範
圃
外
に
存
す
る
法
律
上

の
費
用
、
特
許
費
用
等
の
如
き
も
の
を
包
藏
す
る
の
で
あ
る
が
、
之
等

の
経
費
は
通
常
経
螢
費
中
比
較
的
少
額
な
る

項
目
で
あ
る
。

A

一
般
経
螢
費

の
分
類
表

(
別
記
Y
製
造
會
肚
経
螢
費
表
墾
照
)



一
般
縄
螢
費

は
其
目
的
に
依
り
、
次

の
二
様

に
分
類
記
載

を
な
し
得

る
で
あ
ら
5
。

一
は
軍

に
支
梯
経
費

の
費
目

別

に
記
載

せ
る
竜

の
で
あ

つ
て
、
他

は
経
費

の
企
業
統
制
上
よ
う
観
察

せ
ん
偶

め
の
分
類
で
あ

る
。
即
ち

一
、
支
彿
経
費

の
費

目
別
分
類

表

一
、
給

料

二
、
諸

給

輿

金

三
、
螢

業

費

(
電
信

、
電
話
、
郵
税

、
印
刷

、
文
房
具
其
他
甦
費

を
含

む
)

四
、
法
律
上

の
費
用

五
、
諸

税

金

二
、
支
彿
経
費

の
企
業
統
制
上

に
依

る
分
類
表

一
、
統

轄

費

二
、
纒

螢

部

費

三
、
注
律
上

の
費
用

四
、
諸

税

金

B

企

業

統

轄

費

企
業
管
理
と
損
盆
計
算
書
の
分
析
的
研
究

三
五

一
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二

統
轄
費
を
其
完
成

せ
ら
れ
カ
る
結
果
に
比
較
劃
照
し
て
統
制
す
る
事
は
困
難
…
…
否
多
く
の
揚
合
殆
ど
不
可
能
で

あ
る
。
乍
然
企
業
管
理
良
否

の
如
何
は
企
業
統
轄
費

を
基
準
と
し
て
評
債

せ
ら
る
＼
を
常
と
す
る
が
、
殊
に
此
種

の

経
費
が
総
支
配
人
の
俸
給
に
依

つ
て
表
示
せ
ら
れ
て
居
る
場
合
に
於

て
は
術
然
血
で
あ
る
。
故
に
假
命
総
支
配
人
経

費
中
に
於
け
る
各
項
目
の
能
率
を
測
定
し
得
る
標
準
が
在
ウ
と
す
る
も
殆
ど
無

い
と
言
つ
て
も
よ

い
。
乍
然
他
方
に

於

て
管
理
能
牽
如
何
は
販
費
又
は
製
造
高
に
甥
す
る
純
盆
と
の
比
率
、
或
は
企
業
投
下
資
本
に
封
す

る
純
盆
と

の
比

牽

に
依

つ
て
適
當
に
測
定
せ
ら
る
＼
場
合
も
あ
る
。

更
に
企
業
統
轄
者
は
其
他
の
経
費
に
樹
し
て
は
+
分
に
統
制
し
得
る
で
あ
ら
う
。
即
ち
之
等

の
多
く
の
経
費

に
樹

し
て
は
確
定
的
標
準

:
…
殊

に
俸
給
に
翌
し
て
は

…
・
が
設
定

さ
れ
得

る
か
ら
で
あ
る
。

C

経

螢

部

費

企
業
管
理
諸
純
費
監
督
を
有
効
な
ら
し
む
る
π
め
に
は
、
前
述
の
如
き
諸
経
費

の
分
析
並
に
必
要
な
る
再
分
類
を

も
包
含
す
る
、
諸
経
費
科
目
の
適
當
な
る
分
類
を
求
め
ね
ば
な
ら

粗
。
例

へ
ば
経
螢
部

の
俸
給
と
経
萱
と
は
大
要
次

の
如
く
分
類

し
得

る
で
あ
ら
う
。

一
、
計

算

掛

二
、
原
債
計
算
掛



三
、
代
金
取

立
掛

四
、

タ
イ

プ
ラ
イ

タ
ー
掛

五
、
綴

込

掛

六
、
通

信

掛

而
し
て
経
螢
部
を
構
成

す
る
之
等

の
各
掛

の
事

務
に
分
憺

さ
る
可
き

郵
税

、
電
信
、
什
器
、
備

品
等

に
要

す
る
諸

費
用

並
に
俸
給
、
其

他

の
間
接
費

…
:
即
ち
税
金

、
保
瞼
料

、
減
慣
錆
却

、
修
繕
、
電
燈
料
、
燃
料
等

…
-
竜
亦
夫

れ
夫
れ
各
掛
別

に
記

入
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら

膿
。
斯

る
分
類
的
諸
経
費

の
記

入
に
依

つ
て
各
掛

の
所
要
経
費

を
適
當

に

統

制
し
得

る
で
あ
ら
う
。

D

法

律

費

法
律

上
の
諸
費
用

に
關

し
て
は
周
到

な
る
注
意

と
統

制
と
を
加

へ
ね
ば
な
ら

澱
。
多
く

の
揚

合
に
於

て
螢
業

上
の

事
件

の
解

決
を
法
律

の
手

に
訴

ふ
る
に
至
る
は
、
経
螢
方
法
叉

は
常
該
掛

の
執
務

に
何
等
か

の
欠
陥

の
存
す

る
事

を

指
示
す

る
竜

の
で
あ

る
。
例

へ
ば
責
掛
金

の
同
敗

に
多
く

の
法
律

上

の
力

を
籍

る
事

は
、
掛
責

に
劉
す

る
欠
黙
あ

る

を
想
は
し

む
る
で
あ

ら
う
。
叉

工
場
に
於

け
る
職

工
傷
害

に
封
す

る
訴

訟
件
歎

の
多

い
事

は
、
機
械

に
封
す

る
適
當

な
る
安
全
装
置

を
欠
く
結

果
な
る
を
登
見
す

る
か

竜
知

れ
諏
。
購
買
契
約

に
關

し
て
生

じ
π

る
事
件

は
購
買
掛

の
不

企
業
曾
理
と
慣
釜
計
算
書
の
分
析
的
研
究

三
五
三



商

學

討

究

第

四
巻

(
下
)

三
五
四

注
意
を
示
す
か
竜
知
れ
諏
。
然
れ
ば
総
て
の
注
律
上
の
費
用
は
其
原
因
を
探
究
し
て
詳
細
に
分
析
槍

討
す
る
事
が
最

竜
肝
要
な
り
と
謂
は
ね
ば
な
ら
臓
。

特
許
椹
を
保
護
し
或
は
特
許
椹

の
侵
害
を
防
止
す
る
た
め
に
、
莫
大
な
る
法
律
費
用
を
支
彿
ふ
事
が
屡

々
あ
る
。

然

れ
共
、
此
種

の
訟
訴
の
多
く
は
特
許
法
の
周
到
な
る
智
識
と
新
特
許
権
の
適
當
な
る
登
録
、
並
に
現
存
特
許
灌

の

有
意
的
調
査
等
に
依
つ
て
回
避
し
得

る
竜
の
で
あ
る
。
而
し
て
法
律
費
用
の
統
制
的
見
地
に
於

て
之
等
を
次
の
如
き

掛
別
叉
は
職
能
別
基
準
に
依

つ
て
分
類
す
る
が
適
當
で
あ
ら
う
。

一
、
職
工
傷
害
、
戻
賃
銀
、
同
盟
罷
業
等
に
關
す
る
工
揚
損
害
事
件

二
、
代
金
同
牧
不
確
實
、
或
係
箏
中
の
勘
定
取
立
に
關
す
る
事
件

三
、
株
式
組
織

に
關
し
て
生
ず
る
株
式
會
肚
の
法
律
費
用

四
、
特
許
に
關
す
る
法
律
費
用

】
、
自
己
保
有
の
特
許
権
保
護
に
劃
す
る
も

の

二
、
外
部
よ
わ
の
特
許
権
侵
害
に
樹
す
る
竜
の

五
、
購
買
契
約

の
不
履
行
或
は
違
背
等

に
關
す
る
事
件

六
、
手
形
不
渡
に
依

つ
て
生
ず
る
金
融
上
の
法
律
費
用



以
上
の
如
き
注
律
費
用

の
分
類
は
各
掛
の
法
律
費
用

に
甥
す
る
責
任
を
明
か
に
し
、
以
て
該
費
用
を
最
低
限
度

に

維
持
せ
し
む
る
駕

め
に
最
竜
重
要
な
る
も
の
で
あ
ら
う
。

E

諸

税

金

斯
く
て
諸
税
金
竜
亦
各
異
う
π
る
勘
定
科
目
に
分
類
し
て
、
諸
税
金
の
種
類
を
十
分
了
解
し
、
且
統
制
し
得
る
に

至
ら
し
む
可
き
は
何
等
議
論
の
飴
地
を
存
せ
顧
で
あ
ら
う
。

而
し
て
諸
税
金

の
適
當
な
る
統
制
は
、
該
企
業
内
に
於
け
る
何
人
か
が
総
て
の
税
問
題
に
關
す
る
責
任
者
と
な
ら

な
け
れ
ば
實
行
し
難

い
。
新
規
の
大
藏
省
倉
或
は
制
例
な
ど
は
、
時
と
し
て
は
莫
大
な
る
税
金
の
彿
戻
を
請
求
し
得

る
に
至
る
事
竜
あ
る
で
あ
ら
う
。
故

に
會
肚
は
税
法
の
改
磨
は
総
て
熟
知
し
て
居
な
け
れ
ば
な
ら

誠
。

更
に
納
税
類
を
決
定
す
可
き
基
準
は
最
も
重
要
で
あ
る
。
即
ち
納
税
輕
減
目
的
の
カ
め
に
之
等

の
基
準

を
正
確
に

算
出
す
る
こ
と
は
企
業
に
封
し
勘
か
ら
ざ
る
経
費
節
減
を
齎
す
で
あ
ら
う
。
無
用

の
税
金
を
納
入
す
る
程
企
業
は
慈

善
者
で
は
あ
う
得
な

い
。
而
し
て
之
等

の
納
税
間
題
に
饗
す
る
責
任
は
、
財
務
部
長
、
監
査
役
並
に
企
業
統
轄
者
が

負
ふ
可
き
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
、
其
等
の
入

々
は
適
當

な
る
納
税
額

の
返
還
請
求
を
駕
す
に
必
要
な
る
會
計
上
の

詳
細
を
他
の
何
人
よ
う
も
よ
く
知

つ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。

F

何
故
に
費
用

の
職
務
的
分
類
が
必
要
な
る
か

企
業
管
理
と
損
釜
計
算
書
の
分
析
的
研
究
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諸
税
金
を
各
項
目
に
細
分
す
る
事
が
各
種

の
税
金
に
封
す
る
統
制
を
可
能
な
ら
し
め
、
或
は
法
律
費
用
の
細
分
が

之
を
惹
起
す
る
原
囚
の
統
制
に
便
な
ら
し
む
る
が
如
く
、
其
他
総
て
の
緯
螢
費
に
饗
す
る
適
當

な
る
細
分
を
鴬
す
事

は
、
之
等
の
細
分
費
用
に
封
す
る
個
人
的
責
任
観
を
誘
致
せ
し
め
、
以
て
繹
費
統
制
上
有
力
な
る
手
段

と

な

る

で

あ
ら
う
。
而
し
て
諸
費
用

の
分
類

は
職
務
的
に
行
は
れ
ね
ば
な
ら
諏
。
更
に
各
分
類
せ
ら
れ
π
る
費
用
を
生
ぜ
し
む

る
職
務
的
活
動
を
監
督
す
る
各
主
任
に
劃
し
て
、
個
人
的
直
接
に
關
係
せ
し
む
可
き
で
あ
る
。
故
に
企
業
経
螢

の
職

制
に
於
て
は
職
務
的
責
任
の
種
類

に
順
撮
せ
し
め
て
、
経
費
分
類
が
各
主
任
の
責
任
に
適
合
す
可
く
組
織
せ
ら
れ
ね

ば
な
ら
諏
。
即
ち
能
率
的
企
業
管

理
は
熟
考
せ
ら
れ
カ
る
職
務
的
分
類
に
從
ひ
て
、
各
個
人
が
其
捲
當
事
務
を
完
成

す
る
に
非
ざ
れ
ば
到
底
望
み
得
な
い
で
あ
ら
う
。

到

金
融
損
盆
の
分
析

販
責
総
利
盆

よ
6
販
費
費
並
に
経
螢
費

を
控
除
し
カ
る
残
額
が
即
ち
純
螢
業
利
盆

(宕
・
け
o
℃
。
鑓
ぼ
コ
σq
℃
.。
津
)
で

あ
る
。
乍
然
最
後

の
企
業
純
盆
金
を
算
出
す
る
駕

め
に
は
、
更
に
直
接
販
賞

に
關
連
せ
ざ
る
所
謂
、
其
他

の
損
盆
高

の
加
減
を
行
は
ね
ば
な
ら
澱
。
而
し
て
其
他
の
損
盆
と
は
前
掲
の
如
く
、
金
融
損
盆
と
臨
時
損
盆
と

に
大
別
し
得
る

で
あ
ら
う
。
更

に
金
融
損
盆
を
構
成
す
る
項
目
は
次
の
如
く
再
分
せ
ら
る
。
即
ち

一
、
金
融
牧
入

…

預
金
利
息
配
當
金



.

二
、
金
融
支
出

…
・
借

入
利
息
割
引
料

三
、
差
引
金
融
純
損
盆

而
し
て
此
金
融
損
盆
に
於

て
は
通
常
金
融
牧
入
よ
う
も
、金
融
支
出

の
多
額
な
る
金
融
純
損
失
な
る
揚
合
が
多

い
。

而
し
て
其
主
要
な
る
源
泉
が
支
梯
利
息
に
存
す
る
を
以
て
、
之
が
分
析
と
統
制
方
法
と
を
考
察
す
る
で
あ
ら
う
。

幽
、
支
彿
利
息
と
其
統
制

借
入
資
金
に
劃
し
支
彿
ひ
カ
る
利
息
は
必
要
な
る
螢
業
上
の
費
用
な
れ
ど
も
、
所
謂
螢
業
費
と
し
て
取
扱
る
も
の

で
は
な

い
。
そ
は
短
期
又
は
長
期

の
覇
れ
か
に
使
用
せ
ら
れ
カ
る
借
入
資
金
の
原
慣
で
あ
る
。
即
ち
借
入
資
金
が
使

用
せ
ら
る
＼
場
合
に
於
け
る
純
螢
業
利
盆
は
、
自
己
資
金
に
甥
し
て
の
み
登
生
す
る
竜

の
に
非
ず
し
て
、
企
業
主
と

資
金
供
給
者
と

の
合
同
資
金
に
封
し
て
産
み
出
き
れ
π
の
で
あ
る
。
故

に
借
入
資
金
に
封
す
る
支
彿
利
息
は
純
螢
業

利
盆
よ
う
控
除

せ
ら
る
可
き
で
あ
る
。

多
額

の
借

入
金
を
な
し
、
而
し
て
其
支
彿
利
息
が
互
額
に
達
す

る

一
會
肚
あ
ム
と
せ
ば
、
此
事
實
は
如
何
な
る
原

因
に
依
る
か
は
企
業
管
理
上
重
要
な
る
問
題
で
あ

る
。
而
し
て
此
原
因
は
次
の
数
種
に
包
含
せ
ら
る
＼
で
あ
ら
う
。

　

　

ラ

即
ち
、

一
會
肚
が
+
分
な
る
固
定
資
金
を
有
せ
ぎ
る
か
。
二
掛
代
金

の
同
牧
が
澁
滞
し
π
か
。
三
會
肚
が
豫
定
以
上

(

く

(

に
其
規
模
を
振
張
し
π
か
。
四
過
分

の
資
金
を
在
庫
品
に
固
定
せ
る
か
等
で
あ
る
。
而
し
て
之
が
統
制
に
於

て
は
支

(

●
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彿
利
息
は
企
業

の
季
節
的
繁
閑
に
關
連
し
て
考
察
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
漁
。
而
し
て
之
等

の
支
彿
利
息
は
更
に
銀
行
よ

め
の
借
入
金
、
個
人
よ
ウ
の
借
入
金
、
長
期
借
入
金
又
は
肚
債
掛
買
金
等
に
封
す
る
も
の
を
各
分
類
し
て
、
之
が
統

制
を
計
ら
ね
ば
な
ら
澱
。

湖

臨

時

損

盆

臨
時
損
盆
は
永
績
性
な
き

一
時
的
損
盆
で
あ

つ
て
、
企
業
損
盆
の
基
礎
的
源
泉
で
は
な

い
。
故
に
企
業
純
盆
金

の

大
部
分
が
臨
時
的
牧
盆

の
結
果
な
め
と
せ
ば
、
斯
る
永
績
性
な
き
企
業
利
盆
は
決
し
て
喜
ぶ
可
き
も
の
で
は
な

い
。

況
ん
や
斯
る
利
盆
を
以
て
多
額
の
配
當
を
行
は
ん
と
せ
ば
、
企
業
管
理
上
極
め
て
危
瞼
な
ム
と
謂
は
ね
ば
な
ら
澱
。

蝕
に
於
て
企
業
純
盆
金
中
臨
時
的
利
盆
は
、
基
本
的
利
盆
と
別
離
し
て
考
察
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
澱
。
而
し
て
臨
時
損

盆
を
再
分
類
せ
ば
次

の
如
し
。
即
ち

一
、
臨
時
牧
入
…
・
有
慣
謹
劣
、
建
物
、
機
械
の
責
却
評
慣
盆

二
、
臨
時
支
出
…
…
有
慣
謹
雰
、
建
物
、
機
械
の
責
却
評
慣
損

三
、
差
引
臨
時
損
盆

も

純
盆
金
の
分
析
と
比
率

斯
く
て
最
後
の
純
盆
金
は
、
損
盆
計
算
書
に
於
け
る
最
も
重
要
な
る
項
目
で
あ
る
。
そ
は
企
業
が
投
下
資
本
に
劃



し
・
且
販
責
高
に
封
し
何
程

の
利
盆
を
畢
げ
得

π
か
を
表
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
此
純
盆
金
の
多
少
如
何
は

螢
業
藪
期
間
に
於
け
る
そ
れ
等
と
比
較
墨
照
し
、
以

て
該
螢
業
期
間
の
成
績
は
如
何
な
る
地
位
に
在

る

か

を

観
察

す
る
上
に
於

て
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
重
要
な
る
黙
は
純
盆
金
を
各
期

の
そ
れ
に
封
比
す
る
事

に
の
み
存

す
る
竜
の
で
は
な
く
て
、
損
盆
計
算
書
に
於
け
る
純
盆
金
と
其
他
の
項
目
と
の
關
係
を
各
期
に
亙
う
、
比
較
研
究
す

る
事
に

一
層
多
く
存
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
之
等

の
關
係
を
列
暴
せ
ば
、

一
、
純
盆
金
と
販
責
高
或
は
総
盆
金
と

の
比
率
並
に
各
期
の
當
該
比
率
と

の
豊
照

二
、
純
盆
金
と
準
均
純
資
産
と
の
比
率

三
、
維
牧
盆
金
と
彿
込
資
本
と

の
比
率

四
、
純
盆
金
と
総
牧
盆
金
並
に
販
責
原
領
と
の
比
奉

五
、
純
盆
金
と
販
責
費
並
に
経
螢
費
と

の
些

寧

而
し
て
之
等

の
五
個
の
比
率
は
、
比
率
野
照
の

一
要
素
と
し
て
純
盆
金

の
代
う
に
、
純
螢
業
利
盆
金

を

以

て

し

て
も
よ

い
。
以
上
の
如
き
當
期
に
樹
す
る
比
率
が
過
去
或
は
標
準
的
比
率
と
比
較
勢
照
す
る
の
み
な
ら
ず
、
損
盆
計

算
書
に
於
け
る
各
要
素
は
比
率

の
比
較

を
離
れ
て
、
他

の
各
期
に
於
け
る
損
盆
計
算
書
に
於
け
る
同

一
要
素
と
も
比

較
さ
れ
得

る
で
あ
ら
う
。
更
に
損
盆
計
算
書
記
載

の
各
原
慣
或
は
費
用
項
目
が
、
そ
れ
等
の
総
額
に
甥
す
る
百
分
牽

企
業
管
理
と
損
盆
計
算
書
の
分
析
的
研
究
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は
他
の
各
期

に
於
け
る
同

一
項
目
と
に
關
連
し
て
考
究
せ
ら
る
可
ぎ
で
あ
る
。

一
輪
販
責
総
額
に
勢
す
る
各
要
素

の
比
較

試
み
に
過
去

ニ
ケ
年

に
於
け
る
商
品
原
儂
、
経
費
並
に
利
盆

の
各
要
素
を
総
販
責
高
に
劃
す
る
百
分
率
と
し
て
表

示
す
れ
ば
次
の
如
し
。
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而
し
て
此
百
分
率

の
比
較
に
於
て
は
、
総
販
責
高
に
封
す
る
純
盆
金
の
割
合
は

一
九
二

七

年

よ

蚕
も
、

一
九
二

入
年
に
於
け
る
方
が
遙

か
に
増
加
せ
ら
れ
て
居
る
。
即
ち
販
責
高

一
圓
に
甥
す
る
純
盆
金

一
七

・
七
銭
か
ら

一
九

ゆ



七
三
銭
と
躍
進

し
て
居
る
。
乍
然
此
表

に
於
け

る
其

他

の
百
分
牽

に
依
れ
ば
、
利
盆

の
塘
加

は
其
大
部
分
が
商
品
原

慣

一
圓

に
付

六
〇
銭
よ
う
五
五

・
四
五
銭

へ
と

四

・
五
五
銭

の
引
下

に
依

つ
て
生

じ

て
居

る
事

を
示
し

て
居
る
。
更

に
叉
原
償
引

下
の
好
影
響

は
販
責

高

一
圓

に
封

し

て
二

・
五
五
銭

に
達

す

る
販
責
費

と
経
螢
費
と

の
塘
加

に
依

つ
て

若

干
減
殺

せ
ら
れ

て
居

る
。

何
故

に
之
等

の
経
費

の
壇
加

を
來
し
尤
か
は
、
企
業
管

理
者

の
當

然
登
す
べ
き
質
問
で
な
け
れ
ば
な
ら

澱
。

而
し

て
之
に
勢
す

る
同
答

は
販
責
費

並
に
経
瞥
費

の
よ
う
詳
細
な

る
分

析
に
依

つ
て
磯
見

せ
ら

る

＼
で
あ
ら
う
。
斯

る
分

析
は
正
確
な

る
誤
謬
黙

を
明
示
す

る
と
共

に
、
之
が

原
因

を
も
説

明
す

る
で
あ
ら
う
。

斯
く

て
比
較
統
計

の
考
察

は
質
問

を
刺
戟
し
、
更

に
企
業
統

制
心

を
誘
磯
す

る

…
・
殊
に
分
析
が
経
費
と
原
債

の

一
般
的
項

目

の
詳
細
な

る
分

析
を
行
ふ
時

に
於

て
然

ゐ
で
あ

る
。
(
一
九
二
九
・
=

・
三
)
終

ム

企
業
管
理
と
損
盆
計
算
書
の
分
析
的
研
究

三
六

一
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